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日程第１   一般質問  

 



一般質問発言順序  

発言  

順序  

議席  

番号  
氏   名  質   問   要   旨  

１  ７番  植田  いずみ  １  学童保育の民間委託は見直しを  

   ２  小中学校のトイレに生理用品の配置を  

２  １１番  森田   勝  １  町は住宅地のストックを増やす施策を  

   ２  入札制度を改革すべきでは  

   ３  平群町商工会への支援について  

３  １番  関   順子  １  緑のサポーターの取り組みについて  

   ２  ＡＥＤの活用について  

   ３  竜田川駅バリアフリー化の進捗状況について  

４  ５番  山本  隆史  １  災害時自主防災活動中の事故等への補償  

５  １０番  山田  仁樹  １  平群町道、重点３路線の整備進捗状況について  

   ２  認知症の方の行方不明捜索について  

６  ６番  稲月  敏子  １  住民の暮らしを支える地域公共交通について  

   ２  総合文化センターの今後の運営について  
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再    開  （午前  ９時００分）  

 

○議  長  

 皆さん、おはようございます。  

 ただいまの出席議員は１２名で定足数に達しておりますので、これより令和

６年平群町議会第４回定例会を再開いたします。  

 これより本日の会議を開きます。  

（ブー）  

○議  長  

 本日の議事日程は、お手元に配付しております議事日程表のとおり、一般質

問であります。  

 日程第１  一般質問を行います。  

 今定例会の一般質問は１１名の議員から提出されております。本日は発言番

号１番から６番までといたします。順次質問を許可いたします。  

 まず、発言番号１番、議席番号７番、植田議員の質問を許可いたします。植

田議員。  

○７  番  

 おはようございます。私のほうから、大きく２点について質問をさせていた

だきます。  

 まず１点目は、学童保育の民間委託は見直しをということであります。  

 来年４月から、５０年公設公営で運営してきた平群の学童保育所の運営を民

間委託しようという方針が７月１７日の全員協議会で示されました。学童保育

とは、子どもたちの生活の場、成長、発達を保障する場であります。学童保育

は、公が責任を持って私は行うべきだと考えます。  

 ２０２０年末の厚生労働省が公表したデータでは、全国の学童保育数は約２

万６，０００か所で、うち公設公営は約３０％、公設民営は４８％、民設民営

が約２２％となっている状況です。ここ最近でも全国的に公設公営から公設民

営に移行する学童保育が増えています。その最大の理由が、指導員確保が困難

ということが言われています。しかし、その解決策に、安易に営利目的の企業

に学童保育の運営を委託することが、子どもたちの安心安全の生活の場、健や

かな成長を保障する場としてふさわしいとは考えにくいと私は思っています。  

 近隣でも、学童保育を企業に委託して様々な問題が発生しています。今年４

月から新たに平群町では、こども支援課が子育て応援、子どもの健やかな成長

応援のためにつくられたと思います。それならば、担当課であるこども支援課

で、民間委託を行う前に、公的な責任として改善できることにまずは取り組む
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べきだと考えます。その意味でも、来年４月からの学童保育の民間委託は見直

すべきだと考えますが、いかがお考えでしょうか。  

 大きく２点目は、小中学校のトイレに生理用品の配置をということでありま

す。  

 この問題は、２０２２年、２年前の９月議会で取り上げさせていただきまし

た。コロナ禍をきっかけに「生理の貧困」がマスコミで取上げられ、大きな社

会問題となりました。トイレにトイレットペーパーが日本では当たり前にある

ように、私は、生理用品も女性の生理機能に対して当たり前にトイレに設置さ

れる、そういう社会が広がることを求めていますし、求められています。  

 この間、近隣の三郷町では、昨年１１月末からトイレの、ここは個室ごとに

設置をされています。９６か所とお聞きをしています。設置をしたところ、そ

れまで２か月で、２小学校、１中学校で３０個程度が、保健室に子どもたちが

取りに行くというようになっていました。ところが、トイレに設置をしたとこ

ろ、３か月で３８０個が利用されるという状況が生まれています。また、三郷

町では、この補充の管理も子どもたちがトイレ掃除の際に行っているというこ

とです。また、安堵町では、設置に向けた予算が確保されると聞いていますし、

斑鳩町でも前向きな動きがあるように聞いています。平群町でもぜひ設置に向

けた検討を進めるべきだと考えますが、いかがお考えでしょうか。  

 以上、大きく２点について明確な御答弁よろしくお願いいたします。  

○議  長  

 松本住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 それでは、植田議員御質問の大きな１項目め、学童保育の民間委託は見直し

をについてお答えをさせていただきます。  

 令和６年７月１７日、議員全員協議会の中で、学童保育を持続・安定的に運

営する上で、保育内容の充実や指導員の確保、さらに、配慮を必要とする児童

への対応などを踏まえまして、業務を民間委託化する方針をお示しさせていた

だきました。  

 学童保育指導員の不足は慢性的で、過去数年来の懸案事項であり、その解決

が最重要課題でありました。昨年度におきましても、指導員の急な退職や病気

休暇などに対応するために、やむを得ず町職員が代替指導員として現場に応援

に入り、閉鎖することなく、また、待機児童を生み出すことなく、保育を必要

とされる子どもや保護者の期待に応えてまいりました。  

 あわせて、学童保育の所管が教育委員会のときより、課題解決に向けた検討

を重ね、先進地にも視察に向かいまして、民間委託化への研究を重ねた上で善
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処を尽くした結果、公設民営となる民間への業務委託をすることでの方針を打

ち出しさせていただいたというものでございます。よって、令和７年４月から

の業務委託開始に向けまして、今後も引き続き鋭意取組を進めてまいります。  

 以上でございます。  

○議  長  

 植田議員。  

○７  番  

 今、部長のほうから答弁ありました。確かに、指導員不足というのは、平群

町に限らず、全国的に広がっているというのは私も認識はしています。ただ、

だからといって、民間委託を私は安易に進めるべきではないという立場でこの

問題に再質問もしていきたいと思います。  

 最初のときに、様々な問題が起こっているということで言いましたが、その

幾つかをちょっと紹介をさせていただきたいと思います。また、民間委託を行

う前に、公的な責任として改善できる点があるんではないかと、この点につい

ても、私からの提案も含めてさせていただきたいと思います。  

 まず１点目の、様々なトラブルが起こっているという問題ですが、これは２

０２４年、今年の６月２５日付の奈良新聞、行政側も知っておられると思いま

すが、報道されていましたのが、広陵町が２０２４年４月、今年度の４月から、

６学童のうち１学童の運営を公募型プロポーザル、これは平群町でもしようと

してるものですけれども、選定した民間業者に委託されました。しかし、その

中で、４月に保育中の男児が登り棒から落下して、全治３か月の大けがを負っ

た事故にもかかわらず、明確な、このとき、再発防止の策が示されないままに、

６月にも職員不在で、多分、指導員だと思いますが、再び落下事故が起きた。

こういうことが起こりました。  

 また、あるいは児童の腕をつかんだり、頭ごなしに大声でどなる、そういう

指導員がいること、これについては委託した民間業者が配置をした指導員です。

また、指導員の穴埋めを求人サイトの日雇バイトで行ったり、ずさんなおやつ

のアレルギー対応など、保護者ら１４２名が安心して子どもを預けるための環

境改善、指導員の質の向上を求める請願がこの６月議会に出されたと聞いてい

ます。これについては全会一致で可決したと報道されていました。  

 この報道以外にも、元ここの指導員の方からお話を聞く機会がありました。

指導員の多くが民間委託になっても引き続き働く意向を持っていましたが、面

談、説明の際に、人によって契約書を提示したりしなかったり、あるいは金額

の入っていない契約書を提示するなどしたため、それまでの元の指導員の方た

ちが全員辞めるという意向を示し、大きな問題になったということです。  



 

－５８－ 

 また、４月に新入生が入ってくるのに、事業者が確保したはずの指導員が来

なかったり、遅れてきたりと、また、来ても教室の隅で立っているだけだった

りと、到底学童保育のていをなしていない状況だったそうです。  

 もう一つは、これは２０２４年８月２７日付の毎日新聞、奈良版で掲載され

た問題です。こちらちょっと指導員の問題なんですが、ちょっと中身が違いま

す。これ、桜井市で学童保育指導員の男性が、自分の働く学童保育に通う女子

児童に性的画像をスマホで送るよう要求したと。保護者から警察に相談があっ

て、容疑者が容疑を認め、逮捕。逮捕の時点では、県内のほかの学童保育所に

転職していたということが掲載されました。これも多分、委託されていた学童

保育です。直営ではありませんでした。  

 そしてもう一つが、ここ最近ですね、９月の７日に奈良新聞で、香芝市が学

童保育の運営を委託している民間事業者が、市との契約で、人材を採用する際

は面接を行い、学童保育運営に適した人を確保としているにもかかわらず、広

陵町でも問題になったアプリで募集した隙間バイトでの補助人員を確保してい

た。１日のみの単発労働者は、８月では延べ２７人中２０人で、約７４％がそ

ういう人が配置をされていたということが明らかになり、民間委託には大きな

問題があり、結局、その被害を被るのは子どもたちだと私は考えます。  

 この香芝市については、平群町も、視察した自治体の中の一つだと思います。

ここには、香芝市ではメリットがいろいろ書いてるんですね、安定的な人材確

保、サービスの向上とか書かれてますし、メリットとしては、民間ノウハウ活

用によるサービスの向上とあります。そして、デメリットが運営費の増加とあ

りますが、運営費が増加したにもかかわらず、おおよそ学童の指導員にはふさ

わしくない人を日雇のような形で、人数を合わせるために入れていたというよ

うなことが明らかになって、これは当然、香芝市との契約違反にもなるという

ことで、市長が何らかの改善をさせるというふうに報道がされていました。こ

ういう状況が民間委託によって起こっているということは認識していただきた

いと思います。  

 そしてまた、７月の全員協議会のときに、民間委託をすれば、現状の課題が

全て解決できるかのような答弁がされたように私は記憶をしていますが、決し

てそうではないと考えます。先ほど紹介した広陵や香芝などの実態からも、質

の確保も含めた指導員の確保はできないし、指導員の研修会の確保もビデオを

見るだけなどということでした。ＩＣＴ化で利便性の向上も民間委託でなけれ

ばできない問題ではないと思います。長期休暇中の昼食提供も、広陵では、ほ

か弁のようなお弁当の注文を取って持ってきてもらうような中身だったという

ふうにお聞きをしています。  
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 これはまた大阪の吹田のほうの例ですが、民間委託したものの、民間でも指

導員の確保ができない状況だったということを指導員の方からお聞きをしまし

た。民間なり直営のときの指導員は、労働条件が悪くなるとの理由で辞めて、

公設公営で残っていた学童保育所に再就職をされたというふうに聞いていま

す。民間委託になって、出欠の確認や延長保育を伝達ミスで帰してしまったり、

欠席の連絡の児童が学童に来ていて、帰すのがかわいそうと帰そうとしなかっ

たりなどなど、きっちりとできていなくて、家庭とトラブルや、学童内でのト

ラブルが起こっていました。また、学童内での子ども同士のトラブルを家庭同

士で解決するようにというふうに言われたと、こういうことも起こっていたそ

うです。夏のイベントでホラー映画の上映をして、怖くて子どもたちがトイレ

に行けなくなる。また、アレルギー対応でも、おやつの交換がアレルギーの関

係で禁止であるのに、指導員がですね、子どもとのおやつを交換しようとした

り、子どもたちに「そんなんしたらあかんねんで」と言われて、「えっ、そうな

んやった」と、きっちりと、言わば引継ぎができていなかった、前の指導員か

ら引継ぎをしたのに、ちゃんとそれを理解していなかったというふうな状況が

あったそうです。  

 そういう意味では、保育の内容の著しい低下に対して、保護者の方たちから

相次ぐ改善要望書が提出され、事業者側が最終的には撤退してしまい、僅か１

年で直営に戻るような状況が起こっていた。こういう学童もあったということ

をお聞きしました。このように、吹田市で学童保育の民間委託で様々な問題が

起こったことから、近隣の自治体、豊中とかですね、そういうところでは民営

委託せず、公設公営で今も運営しているところが多かったとお聞きをしていま

す。  

 そういう意味では、民間委託をする前に、公的な責任を果たす意味でも改善

できるところはしていくとの点から、少し質問いたします。  

 指導員の確保ですが、私はこの間、担当課のほうからちょっと資料請求もお

願いしました。そういう中で見てみましたら、指導員の給料体系が、私、近隣

に比べて平群町は低いなというふうに感じたんですね。平群町は、非常勤で時

給が１，１８４円です。昇給はありません。しかし、近隣を見ますとですね、

平群は、何年働いても先ほど言ったみたいに１，１８４円です、時給ね。三郷

町は、会計年度の方で給与を年間で平準化して月給として支給をしています。

ここは同じ会計年度の職員でも昇給があります。また、非常勤の方、これはパ

ートの方か扶養内の方だと思うんですけども、この方で１，２４０円、平群よ

りも高いという状況です。斑鳩町は、資格がある方については１，２２４円、

この資格というのは、県の指導員の認定研修を受講された方が資格ありという
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形で１，２２４円、これも平群より高い。無資格の場合が１，１０８円という

ことです。王寺町は、平群と同じ、資格ありの方が１，１８４円ということで、

無資格の方、資格がない方は１，１１３円となっています。河合町については、

会計年度で、主任さんという方、この方も会計年度任用職員で、時給に換算し

て１，２４９円、これも平群より高いですね。そして、ここも、河合町も昇給

があるということでした。それ以外の指導員については、資格ありの方が時給

で、ここも昇給があるそうです。主任指導員よりかは少し時給は下がりますが、

昇給もあるそうですし、無資格の方も、ここも１，０５５円という形ですけれ

ども、この方でも昇給があるというふうにお聞きをしました。また、上牧町で

は、正職は月額給で雇用されており、常勤の職員では、時給で資格がある方が

１，１２２円、これは県の指導員研修を受けられた方、無資格は少し下がって

ということであります。  

 そういうふうな形で、やっぱり平群町の給与体系というのは、ほかから比べ

れば私は低いと考えます。これではなかなか指導員の確保はできないというふ

うに思います。まずは給与体系を見直して、ハローワークや求人サイト、近隣

の求人ビラや、スーパーや町内のこども園など公的施設なども含めて、求人広

告を上げるということが私は必要ではないかと思います。  

 また、指導員の研修機会の確保、これも改善する点に挙がっていましたが、

指導員の成長がよりよい学童保育の質の向上につながります。民間委託では、

先ほども述べましたが、ＤＶＤを見るだけで終わってしまったとのことでした。

三郷町では、この間お聞きすると、町独自の講習会を今年度から開いておられ

ます。そういう中で、指導員の意見を聞いて、今、学童でも来る子どもたちが

増えている特別支援の子どもたちへの対応について、県の講習会に来ていただ

いた先生を講師に招いて講習を行ったり、あるいはハートランドしぎさんから

子どもの発達支援を診ている方に来てもらったり、また、子どもの急な体調変

化に伴う救命救急の研修も行ったりしているそうです。現在、平群町では、町

独自の研修はできていません。県の講習も講習日の日程や時間が保育時間と重

なる等もあって、そういう意味ではもっと配慮が必要ではないかなというふう

に思います。  

 また、平群町は、学童保育に主任の指導員が配置をされていません。日々の

学童の様々な問題を現場で話し合って解決していくためにも、主任指導員を配

置をして、学童同士の情報、また、学童の主任指導員を配置をして、学童の指

導員同士の情報交換や担当課との連絡調整がもっと必要だと思います。三郷町

では、月１回の担当課との調整、情報交換をやっているそうです。近隣でも各

学童に主任指導員が置かれています。いわゆる応援指導員が、お隣の三郷町で



 

－６１－ 

は、コーディネーターと呼ばれる応援指導員が１名配置をされており、町内の

学童保育を回って、調整役や指導員に穴が空いたときに指導員として応援に入

っているそうです。平群で、そういう職員が今まで行ったところ、指導員が少

なくて、急に休んだりとかして穴が空いたところに、三郷町ではそういう応援

するコーディネーターという人を、この方ももともと指導員からコーディネー

ターに上がられたんですけども、そういう方で対応して応援に入っているとい

うことでカバーしているそうです。平群町もぜひそういう体制を取ることで、

一定、平群町からの職員の本庁からの応援をね、しなくても済む状況ができる

んではないかと私は思います。これは、吹田市の学童でも応援指導員の制度を

導入して、ここでは新人の指導員さんには手厚く研修や指導もしていることか

ら、民間に比べて、委託に比べて指導員の定着率もよいというふうなことをお

聞きをしました。  

 このように、改善できるところからまずやってからでも、私は民間委託に向

けた取組は遅くはないと思っています。来年４月はあまりにも時間が短か過ぎ

ると考えます。児童の引継ぎ等にも時間がかかることを思えば、拙速な民間委

託を見直すべきだと考えますが、改めてこの点について町長はどのようにお考

えでしょうか。長くなりましたが、御答弁よろしくお願いいたします。  

○議  長  

 松本住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 議員からの御提案といいますか、また、多岐にわたる御質問など、あったか

と思います。答弁漏れなどありましたら、おっしゃっていただいたら結構かと

思いますけれども、いろいろと御指摘も頂きました。できることから今でもや

って、民間委託化については見直すべきだという議員の御意見でございますけ

れども、まず、給与面について、他の市町村などとの比較の上での御意見をお

述べいただきました。  

 確かに、今、議員おっしゃっていただきましたように、それぞれ各市町村で

給与体系、違います。多少の差については、近隣においても時給などで生じて

おるというところにつきましては我々も把握をしているところでございます。

ただ、大きく、大差、時給についてはないというふうな認識をしておりますし、

今の状況の中で、その賃金体系、時給の高い安いによって、こういった指導員

不足が発生していると、それも一つの要因かも分かりませんけども、大きくは

その原因ではないかというふうに分析をしておりまして、今後、民間委託化す

ることによって柔軟な働き方を選択する、選択肢の一つとして与えることで指

導員の確保がしやすくなるのではないかというふうに考えております。  
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 また、現に、今、議員おっしゃっていただいた他の市町村におきましても、

時給が高いところでも指導員不足が問題、課題となっておられまして、民間委

託化についても検討を進められておるというふうなことも聞き及んでおります

ので、そういったことで、給与面については、大きくはそういった問題、課題

にはなっていないんではないかというふうに把握はしております。  

 次に、研修機会の確保についてでございます。ほかの市町村、三郷町を例に

挙げられまして、今年度３回でしたかね、研修されるということで、平群町に

おきましても町独自の研修会、ないということでの議員の御指摘でございまし

たが、平群町でも研修のほうを開催をしております。過去、コロナ禍前におき

ましては、年に２回、町独自の研修会、先ほどおっしゃっていただきました特

別支援児の対応であったりとか、アレルギー対応、また、救命救急などについ

ても研修を行ってまいりました。ただ、コロナ禍におきましては、回数が１回

ということで減りましたけども、今年度におきましては、町独自でまた２回に

研修を行っていきたいというふうに考えておりますので、これにつきましては、

現時点でも研修の機会は確保しております。  

 ただ、それで十分かということになりますと、決して十分ではないというふ

うに思っております。先ほど議員お話しの中で、ＤＶＤを見るだけということ

ですね、御指摘ありましたけども、我々、仮に委託をするとなりましたら、そ

の事業者には、そういったＤＶＤの視聴だけではなくって、しっかりと対面で

研修をするように求めてまいるところでございます。  

 次に、主任の指導員さんの配置ということでございます。今現在、平群町で

は主任の指導員を配置をさせていただいておりません。これは、それぞれ今ま

で主任の指導員を配置するということを全く検討してこなかったというわけで

はなく、検討を行ってまいりました。ただ、議員の最初の御質問の中でありま

したように、過去５０年来、学童保育、運営がされてきておりまして、その運

営の方法といいますか、の中で、主任の指導員の配置について、なかなか現場

としてなじみ入れないというところもありましたので、主任の指導員さんを配

置せずに、今現体制で行っておるということでございます。これにつきまして

も民間委託化によって主任指導員を配置する予定をしておりますし、また、コ

ーディネーターということでの御提案もありましたように、地域のエリアマネ

ジャーを配置するようにこちらから求めていく予定しておりますので、その者

が、急な欠員などが出た場合は当然応援に入るということが実現されるのかと

いうふうに考えております。  

 そういったところで、なかなか民間委託化には拙速であるのではないかとい

うことでの御指摘ではございますけれども、今まで様々な検討も重ねてきた結
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果のこういった民間委託化の方針でございますんで、これらにつきましては、

来年の４月を目標に、より充実して、さらに他市町村の様々起こっておる問題

などをですね、新聞報道なども踏まえて、それらが本町では起こらないように

しっかり町が責任を持って関わった上で、学童保育についてはしっかりと取り

組んでいきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議  長  

 植田議員。  

○７  番  

 今、部長のほうから答弁ありましたが、私は給与体系はやっぱり大きいと思

います。そして昇給がある。平群は全くないんです。だけど、三郷や河合町な

どは昇給もあるという状況があるから、ここら辺でも私は、部長が言うように、

給与面ではそんなに大差がないし、そのことが大きな影響を与えてるとは思え

ないと言うけど、やはりだけど、少しでも、皆さん、言わば条件のいいとこへ

行きたいというのはあると思います。  

 それと、あと、民間委託の事業者に研修なんかも求めていくと言ってますけ

れども、実際この広陵町にしても、あるいは香芝市の事例でもそうですが、約

束していた、言わば契約していた中身と違うことをやってると。それをね、起

こらないように町が責任を持ってって、ほかも広陵も香芝も当然それはそうい

う形でしたと思いますよ。だけど、結局それを、言うたら事業者のほうがほご

にしたような対応をしてきたと。特に、指導員について全く経験のない、その

日の日雇バイトを入れるというような非常に不誠実なことをやってくる。当然、

民間は利益上げないと何の意味もありませんから、そういうことをやる、それ

が本当に子どもたちの学童保育の指導員として、私は絶対認められないと思い

ますし、安全性の確保の面からも、それはもう絶対、そういうふうな形で雇用

するような民間の事業者というのは私は絶対駄目だと思うから、これは起こら

ないように責任を持ってと言うけど、そんなことで私は解決できるとは思って

いません。  

 それから、民間委託で主任マネジャーを置く、エリアマネジャーというのも

置くというふうなことを言われていたみたいですが、広陵の場合は、このエリ

アマネジャーが登り棒から落ちた子どもさん、落ちて、その後来たんですけど

も、どうしていいか分からない。結局、それまで来られていた指導員さんに連

絡を取って、その方が来て、そして、救急車の手配をする、一緒に、救急車に

乗って搬送先の病院まで行く。だから、そのエリアマネジャーであったり、事

業者が雇用した指導員は全く何もできなかったというふうにお聞きをしていま

す。病院から帰ってきたときには、もうエリアマネジャーも含めて、事業者の
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職員は誰一人残っていなかったそうです。校長先生と、あと教頭先生かな。そ

れだけでも非常に無責任な対応を取ってるというふうに私は思います。そうい

うふうなのが私は、民間委託にすることでそういう危険性が大きく広がるとい

うことは、やっぱりそういう状況に、平群のせっかくの公設公営で頑張ってき

た学童保育をさせるべきではないというふうに強く思いますね。  

 今の指導員さんが残っていただけるかどうかというのは分かりません。民間

委託することによって。そうなれば、２２２名の、今現在いらっしゃる子ども

たちの、それぞれ個人の引継ぎみたいなのがあるんです、大阪のほうでも。こ

の子はこういう特質があって、あるいはこういうアレルギーがあって、こうい

うことに気をつけてくださいとかということも含めてやるのに、これから、平

群で言うたら１０月ぐらいに公募するような話をしてました。聞いてるんです

けども、それから事業者が決まったとして、僅か１か月、２か月ぐらいでそん

なん引継ぎ、私はするのは非常に難しいんではないか。そういう個々の児童た

ちの引継ぎに対しても時間がない。十分な引継ぎができへんかったら、またほ

かで起こったような事故が起こり得る可能性も大きく広がります。  

 そういう意味では、私はやっぱり４月からの民間委託というのは一遍ストッ

プをして、ぜひできることからやっていく、改善していく。このことで民間委

託をせずに行ける方向性が見えてくるかもしれないと思うんですが、もうこれ

何遍聞いても、最後にしますが、これについて、こういうようなことも含めて、

再度考え直して、見直して、４月からの委託は見直すという気持ちは町長自身

は持っておられませんか。町長も結構福祉畑、平群でおられた期間が長かった

と思いますので、そういう意味では、今このような問題が全国的にも、また県

内でも起こっている中で、安易に平群町の学童保育を民間委託ということにつ

いては、やはり慎重に考えるべきだと思います。という意味で、４月からの委

託は一旦見直すべきだと思いますが、これについて町長のお考えをお聞きした

いと思います。  

○議  長  

 西脇町長。  

○町  長  

 今、植田議員より本当に多くの指摘を頂きました。学童保育の委託につきま

しては、御指摘を頂いた課題につきまして、しっかりと整理し、令和７年４月

実施に向けて取り組んでまいりたいと思っております。成長期にある児童が安

心して過ごせる生活の場を提供するとともに、働く保護者のサポートを行い、

民間委託になっても平群町が事業実施責任者であり、子どもを主体とした学童

保育を目指してまいりたいというふうに考えております。  
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 以上です。  

○議  長  

 植田議員。  

○７  番  

 非常に残念です。全国的にいろんな問題が起こってるのに、平群町だけは別

格だなんてことは言えないと私は思います。あまりにも短か過ぎる期間の中で、

子どもたちのいろんな引継ぎができるとは思えません。そういうことは本当に

起こってからでは遅いということは強く申し上げて、これはこれ以上言っても

多分答えは同じだと思いますが、非常に残念だということだけは、平群町の姿

勢がね、残念だということだけは強く申したいと思います。この件については

以上で結構です。  

○議  長  

 川西教育部長。  

○教育部長  

 それでは、植田議員の大きな御質問２項目め、小中学校のトイレに生理用品

の配置をについてお答えをさせていただきます。  

 前回同様の御質問を頂いてから２年が経過したということですけども、この

２年間の学校の実情及び対応状況、学校の考え方などについて確認、聴取を行

いました。  

 学校からは、これまで同様に、子どもたちから申出があった際に保健室にて

無償で配付していること、また、トイレへの設置に関しても、衛生管理や在庫

管理、何よりも子どもたちの実生活の把握などの教育的観点から、従来どおり

保健室で配付していく旨を聞いております。  

 また、子どもたちが安心して相談できるように、令和４年度からですが、ト

イレ内に生理用品を保健室で受け取ることができることの掲示を行うなど、そ

の対応への配慮を施しているというところでございますので、現状の対応で行

きたいというふうに考えております。  

 以上です。  

○議  長  

 植田議員。  

○７  番  

 これね、全国的に広がってきてるんですよ、トイレの設置については。北海

道などでも、これ、令和５年、昨年度の４月からかな、全ての道立学校トイレ

に生理用品を配置することにしましたということで、この間やっぱり、学校側

って、子どもたちの声というのは聞かれてるのかな、聞かれてないでしょう。
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学校側の先生方の御意見だと思うんですけどね。三郷町は、それを置いたこと

によって、先ほど、最初に言いましたように、非常に利用者が増えたというこ

となんですね。この中で、北海道のところでアンケートを取った中でね、やは

りなかなかね、何ていうんですか、保健室へ取りに行くことがやっぱり、何て

いうのかな、行きにくいということを、これは全国、ほかの調査の中でも出て

きてますが、そういう答えが多いんですね。  

 トイレに生理用品があったら利用したいと思いますかという場合に、ほとん

どが利用したいと思うという結果が出ています。これも全国的にそういうのが

出ています。アンケートを取られたときにね。どんなときに利用しますかとい

うと、急に必要となったときであったりとか、持ってくるのを忘れたとか、手

持ちの生理用品が足りなくなったときとかにこれを使って非常に助かったとい

う声がアンケートの中でも見えてきます。どこに設置をしたらいいですかと言

ったら、圧倒的に９４％が個室のトイレに置いてほしいと、三郷町が行ってる

ようにね。それがもう９４％を占めるということになっています。ただ、個室

のトイレに置いてるのは、県下では今、三郷町ぐらいかなと思います。あとは、

トイレに入ったところのどこかにそういうのを置いてると思うんですけども、

これ、だから、利用してる、試験的に行ったりとか実際利用してるところに聞

いたら、子どもたちの声を聞いたら、やはり置いてもらって非常に助かったと

いう声が寄せられてるんですね。  

 私は、まあ言うたら、経済状態を把握するとかいうだけじゃなくて、最初に

言いましたように、トイレにはトイレットペーパーがあります。女性の場合は、

体の生理機能として生理というのがあるわけです。だから当然、それは、私は

トイレットペーパーと同じように生理用品も置いていただくということが大事

だと考えます。  

 北海道の、ここではね、これは北海道の学校教育局健康体育課長の方がこの

問題に対して、トイレ等への生理用品の配置は、子どもたちが心身の健康を維

持し、安心して学校生活を送るための環境整備の一環として必要であることか

ら、道教育委員会としては、今回モデル校の取組を踏まえて、全ての学校にト

イレ用品を配置することを決めたと。全学校で配置をしているのが、これ、多

分全県で１５県あるというふうに書いてるんですが、一部配置が１３県と、全

国での配置の動きが広がっている状況があるというふうにおっしゃっていま

す。  

 でね、これ、もしなかったら今までどうしてたんですかという対応について、

アンケートのまとめの中でね、生理用品が手元になく困った経験がある生徒が

８割程度あったと。その際の対処方法として、トイレットペーパーやティッシ
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ュペーパー等で代用したというのが４８．７％、生理用品を交換せずに我慢し

たというのが２７．９％、あるいは、学校の遅刻、早退、欠席などしたのが６．

３％という回答があって、全ての生徒の健康など、学校生活に影響がある状況

がうかがえたと。そういう中で、先ほどもちょっと紹介しましたが、急に必要

になったというのが７１．９％、経済的理由で用意できなかったというのは僅

か２．９％ですね。いわゆる生理の貧困の問題だけではなくて、全ての生徒の

安心安全な環境整備が必要であるということが、この子どもたちのアンケート

から見えてきたということなんですね。  

 先ほどもちょっと言いましたが、個室への希望が９４．７％と、非常に多く

の子どもたちが、やっぱりトイレの個室に置いといてもらうことが非常に安心

して利用できると、そのことで学校生活も送れるということが見えてるわけで

すから、少なくとも平群町でね、やっぱり、ほか、安堵も予算組んでる、斑鳩

もその方向で準備をしている、三郷町は既に実施をして、その結果として、や

っぱり多くの子どもたちがそれを利用して安心して学校生活を送れるようにな

っている。平群町だけがまだ今のままで行くって、非常に私は遅れてるなあと

いう以外にないんですけども、やっぱりここを何とか、平群町でも、子どもた

ちの安心安全な学校生活を保障していく上でもね、その一つとして生理用品の

設置をね、やっぱり小中学校で、その方向で進めていくべきだと思います。ほ

んで、この生理用品自体は、この間、交付金を利用して設置をされたところも

ありますし、あるいは、寄附なんかでもらった分もあったと言うたかな、それ

と、あとは災害の備蓄品から回したという、そういう自治体もあるわけです。

平群も、当然、生理用品、備蓄としてありますし、４年か５年かな、耐用年限

が。その後、だって食べ物みたいに食べてもらうわけにいかへんし、この間、

「生理の貧困」で窓口で渡した生理用品も非常に少なかったと私は思いますよ。

用意した数がはけるような状態ではなかったと思うのね。それだったら学校で、

子どもたちが安心安全に生活できる環境整備の一環として、これは設置してい

くべきだというふうに重ねてお聞きをしますが、教育長などはどのようにお考

えでしょうか。よろしく御答弁お願いいたします。  

○議  長  

 川西教育部長。  

○教育部長  

 いろいろ今、御指摘、質問あったんですけども、我々お答えをさせていただ

いてますが、質問も小中学校へのトイレということでの御質問を頂いておりま

す。あくまでも我々、教育的観点というのが一番メインということでお答えさ

せていただいてるんですけども、生理用品が必要になるということですけれど
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も、新しい命を産み、育てる準備が始まったということで、保健室での今、配

付ということでやってるんですけれども、これにつきましてもやっぱり生活の

実態把握につきましてはですね、大変重要なところであるということで、現在、

平群町の３小学校、一つの中学校でも、確認した中では、こういった取組で行

くということでも聞いております。  

 先ほど議員からは、道立、いわゆる北海道の学校ということなんでしょうか

ね、配置が全てされたということなんですけども、少し奈良県の状況もどうな

のかなということで聞いただけなんですけども、県立の中学校、高校について

は配付していないと、平群町と同じような対応だということも現在聞いており

ます。いろいろこれから変わっていくかもしれませんけども、教育的観点から、

現状の対応を続けていきたいと今現在のところ思っております。  

○議  長  

 植田議員。  

○７  番  

 もう、かたくなやな。教育的観点やから私は置いてほしいねん。子どもたち

もそれによって、学校生活安心して。だって、ティッシュペーパーやな、トイ

レットペーパー畳んで使わなあかんような状況って、ほんまにそれでいいんで

すかと言いたい。それがあったら、生理用品が置いてあったら、そんなことせ

んと、ちゃんとそれを使って対処できるわけなんですよ。衛生面なんかも、衛

生面って、ほんなら置いてるとこは全部不衛生なとこ置いてるんですか。そん

なことないでしょう。ちゃんと三郷町でもこれぐらいのプラスチックの箱に置

いて、必要な人はお使いくださいと言って、ちゃんとタンクの上に置いてるん

ですよ、個室に。郡山なんかは、トイレに入ったところに、机か何か置いて、

その上に引き出しみたいなんを置いて置いてるんです。  

 これはね、だけど、ほんまにね、それやったら後ろ向き、何ていうのかな、

何がそんなにやらないという方向になるのかなあというふうに。教育的観点か

らやったら、私は絶対置くべきやと思いますよ。子どもたちが安心して学校生

活を送ろうと思ったら。全く平群はそういうことに、学校側はね、何を根拠に

置かない。今、保健室って言った、それ、だけど、家庭状況やって、そんなら

男子どうなんの。男子はそういうのは必要ないから。まあ言うたら、保健室に

そんなことで行くこともないと思いますし、そこら辺、もうちょっと柔軟に考

えられへんかなと思うし、子どもたちの立場から、私は、やっぱり今の時代に

合うような改善はしていくべきだと思うんですけども、最後になりますが、も

う一度お答えください。  

○議  長  
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 教育長。  

○教育長  

 先ほどから議員のほうから、生理用品のことについてね、まずは学校という

役割の中で、教育的なことも含めて、そういう設置をというふうなことでの御

意見、これを頂いております。そもそも、この生理用品の設置のことを御心配

いただいてる、その一番根幹は何かと言ったら、子どもたち一人一人が、自身

でこういった生理というふうな自身の体の仕組みについて自分で備えていくと

いうことに対して、しっかりと自覚を持って、そして力をつけていく、これが

一番求められていることではないかというふうに考えています。その中で、子

どもたちがどうやってその力をしっかりと備え、身につけていくのか。それを

小学校段階、あるいは中学校段階、発達段階に応じて、学校はいろいろな関わ

りでそういった学びを授け、そして、学校でのその実態の把握に努めるという

ふうなことをしっかりとやっていっています。  

 先ほどの答弁の中にも申し上げましたように、学校は、保健室というところ

で子どもたちが訪ねてきたときには生理用品を渡す。無償で配付しながら、ど

うしてこの生理用品というものを持ってこれなかったのかというふうなことの

いろんな場面を聞きながら、子ども一人一人の実態というものの把握に努めて

いって、その備え方について学ばせていると。要は、子どもたち一人一人を預

かるということで、やはりきめ細かな指導を通じて、子どもたちを見守ってい

こうというふうなことをこれまでも続けてきております。この営みというもの

をこれからも継続しながらやっていくというのが学校の考えであります。それ

は大切なことであると我々も認識しています。ですので、こういう方法で対応

していきたいと、このように考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 植田議員。  

○７  番  

 今、教育長から答えありましたけどね、子どもたちが自分自身の体をね、き

ちっと認識をして、それは当然ですよ。だから、学校でも性教育もちゃんと、

これは男子も含めてやってもらいたい。けれども、そんなんきっちりきっちり

ね、悪いですが、女性の体、決まった日にね、そういう状態になるとは限らな

いんです。いろんなことで突然なる場合がある。そのときに、やはりそういう

ものがあればすごく助かったということが、この間の全国的な、ほかで、何て

いうんですか、アンケートを取った中でも書かれてるんですよ。また、保健室

にもらいに行くことが行きにくいという子どももいてはります、実際。それも
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答えとしてありました。そういうのを分かっても、ちゃんと準備してないのが

何か悪いかのような、ちょっと私は答弁に聞こえたんで、そんなもんじゃない

と思いますよ。いつ起こるか分からへん場合もある、不順な子なんかやったら

いつ起こるか分かれへんのですよ。そのときに子どもが安心して、トイレにあ

ったら使える、そのことで、まあ言わばトイレットペーパーを畳んで使うよう

なことをせんでいける。それを保障してあげてほしいって。  

 これ、経済的だけの問題じゃありません。女性の生理的機能に対して、当然

トイレットペーパーがあるように置いてほしい、置くべきだということを私は

主張しているわけであって、貧困のどうこう、それを見つけるために保健室に

取りに来てもらうんだというだけじゃないんです。そういう、もう少し広い意

味での子どもたちの、それこそ、女子生徒の体を大事に思うんであれば、私は

そういう優しい対応をすべきだと思いますし、性教育についても、もう少し日

本は、学校で男子も女子も含めてちゃんとしたことを教えるべきだと思います。 

 これはこれ以上言っても仕方がありませんが、しかし、非常にちょっと悪い

ですが、教育長の、私は、自分で自分の体を管理すべきだというふうな、に近

い御答弁については非常にがっかりしました。  

 以上で私の質問を終わります。  

○議  長  

 それでは、植田議員の一般質問をこれで終わります。  

 １０時５分まで休憩します。  

（ブー）  

休    憩  （午前  ９時５４分）  

 

再    開  （午前１０時０５分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開いたします。  

（ブー）  

○議  長  

 発言番号２番、議席番号１１番、森田議員の質問を許可いたします。森田議

員。  

○１１番  

 皆さん、おはようございます。ただいま議長の許可を頂きましたので、通告

どおり大きく３点質問します。町長をはじめ職員の皆様には、質問に真摯に向

かい合っていただき、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。  
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 それでは、質問に入ります。大きな１点目は、町は住宅地のストックを増や

す施策をについて質問します。  

 奈良県や大阪府の自治体で、人口が増えている自治体、あるいは人口の減少

が少ない自治体を調べてみますと、大規模な住宅開発による住宅地やマンショ

ンなどのストックがある自治体があります。私が思うには、住宅開発業者、マ

ンションディベロッパー等は、宅地、住宅、マンションなどを売るために経営

資源を投入し、販売を進めて、利益を出し、もうけているわけであります。そ

れによって自治体の人口が増え、あるいは人口の減少が少ないと見ています。

それによって自治体の財政が潤い、人口が増えるようになっておると思います。 

 平群町の面積は２，３９０ヘクタールあり、まちづくりには都市計画法によ

って縛りがかけられており、市街化を促進すべき市街化区域は３６８．２ヘク

タール、１５．４％で、市街化を抑制する市街化調整区域は２，０２１．８ヘ

クタールで８４．６％と、町内の８５％は市街化、開発を抑制する区域になっ

ております。また、市街化区域の中の地区計画区域を除き、ほとんどが住居系

の用途地域に指定されておることから、工場、営業倉庫、大型店舗は建設でき

ないようになっておるわけであります。  

 町内の大規模住宅団地の菊美台も住宅建設が進み、あと９０区画を切り、８

６区画になったと聞いております。また、町内では新たな住宅開発が行われて

るという話も聞くことはありません。そこで、平群町として住宅地のストック

を増やす方法としては、町内の駅近くの市街化区域の農地が結構目立つわけで

ありますが、その農地には後継者がいないという話もよく聞くわけであります。

市街化区域の農地を宅地に転換を図り、また、住宅団地の空き家を解体して更

地にすることによって、町内の住宅地のストックが増え、住宅地の流動化が促

進されるわけであります。それによって町内で住宅建設が進み、固定資産税が

増え、また、町外の人が住宅を建ててくれると人口も増えるわけで、市街化農

地を転換することが、町財政の観点からも、人口対策としても、また、町の活

性化にも有効であると考えます。  

 下図、下表に基づき少し説明いたしますと、ケース１で示しましたのは、最

近、２４区画のミニ開発が行われました。下図の開発図面の建物は、私が適当

に記入しましたし、まだ２４区画の全て住宅が建っていませんので、そのこと

を初めにお断りしておきます。そこで、このミニ開発を私なりに検証しました。

開発前の土地は農地か雑種地で、面積は５，５７０平米で、税務課で大まかな

平米当たりの課税標準額を確認したところ、２，７００円ということでしたの

で、課税総額は１，５０４万円となり、税率１．５８％で、税額は２３万８，

０００円となり、開発後の宅地面積は４，２７０平米になり、平米当たりの課
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税標準額が３万２，５５０円とすると、課税総額は１億３，８９９万円となり、

税率１．５８％で、税額は２２０万円となります。農地から宅地に転換するこ

とで、差引き、土地の固定資産税が１９５万８，０００円増え、１区画当たり

にすると、土地の固定資産税は８万２，０００円となります。また、仮に建物

が１２０平米で、平米当たり課税標準額が９万２，０００円とすると、課税総

額は１，１００万円となり、税率１．５８％で、建物の税額が１７万４，００

０円で、土地と建物の固定資産税が２５万６，０００円となり、また、町外か

ら転入者として、その課税所得が仮に３００万円とすると、町民税、税率６％

で１８万円となり、固定資産税と住民税を合わすと４３万６，０００円町に新

たに入ることになります。２４区画のミニ開発全てで町税が１，０００万円増

収となり、また、住宅ができることで、１戸当たり住民が３人から４人とする

と、１００人近くの町の人口は増えることになります。  

 ケース２で示しましたのは、空き家を解体して更地にすると、固定資産税が

どうなるかといいますと、仮に土地が２００平米、建物が１２０平米で、築３

５年といたしますと、土地は小規模宅地に該当することから、課税標準額の６

分の１が減免といいますか軽減されることで、平米当たり５，０００円、課税

総額は１００万円となり、税率１．５８％で土地の固定資産税は１万６，００

０円です。建物は築３５年と相当古いと仮定しますと、平米当たり２万１，６

００円とすると、課税総額が２５９万円、固定資産税が４万１，０００円で、

土地と建物の固定資産税は５万７，０００円となります。そして、空き家を解

体しますと土地の軽減が受けられないことから、土地の固定資産税が９万５，

０００円となり、差引き、固定資産税が３万８，０００円増えることになりま

す。  

 さらに、ケース３では、空き家を解体して住宅を建てるとどうなるかといい

ますと、古い住宅地の固定資産税は４万１，０００円で、新しく建物が１２０

平米で、平米当たり課税標準額が９万２，０００円といたしますと、課税総額

が１，１００万円となり、税率１．５８％で固定資産税が１７万４，０００円、

差引き、固定資産税が１３万３，０００円増えることになります。また、町外

の人が住宅を建ててくれることで人口も増えるわけであります。  

 そのことから、市街地農地から宅地に転換し、また、空き家を解体して住宅

を建てることを町の最重点課題とすべきと考え、２点質問いたします。質問と

いいますか、提案いたします。  

 （１）は、市街化農地から宅地転換者への支援について提案します。  

 土地を売却しますと、仲介手数料が３％、測量代、契約書等の印紙代など、

売買に直接的なもの以外に、所得税は分離課税となり、長期所有で１５％、短
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期所有で３０％、復興特別所得税は所得税の２．１％、そして翌年度には住民

税が長期保有では５％、短期所有では９％払わなくてはいけません。さらに、

国保税とか介護保険料などは、今までよりも高くなることから、市街化農地を

売却していただける方に売却価格の１％、かつ上限を１００万円支援すべきと

考えます。仮に売却価格が１，０００万円であれば１０万円、５，０００万円

であれば５０万円、１億円以上であれば１００万円となります。  

 （２）は、空き家を解体して住宅を建て替えてくれる人への支援について提

案します。  

 住宅所有者の転居や死亡などによって、町内の空き家は３２０戸あると聞い

ております。その多くは木造住宅であり、老朽化、地震などの自然災害によっ

て倒壊する危険性があり、不法投棄、放火といった犯罪リスクが高まることで

エリアの資産価値を下げることになりかねないわけであります。  

 ケース３で示したとおり、１戸当たりの建物の固定資産税が１３万３，００

０円増え、全ての空き家が建て替わることによって約４，１００万円、そこで

町の固定資産税が増えることになります。空き家を解体して住宅を建てる人に

最低でも１０万円支援すべきと考えます。何か間違っておりましたら訂正をし

ていただいても結構です。  

 次に、２点目は、入札制度を改革すべきではについて質問します。  

 平群町の指名競争入札では、工事案件は予定価格を事前に公表しております

が、測量、コンサル、調査などといった案件は、入札後に予定価格を公表して

ます。国土交通省のホームページによりますと、奈良県や近隣の三郷町、斑鳩

町、安堵町や生駒市では、工事、測量、コンサル、調査など全ての案件で入札

時に予定価格を事前に公表しています。事前公表は、予定価格を聞き出すなど

の不正行為が防げる、また、入札不調が少なくなるなどのメリットがあること

から、町も全ての案件で入札時に予定価格を事前に公表すべきではないでしょ

うか。  

 あわせて、次の３点を質問します。  

 （１）は、現制度になった経緯についてお尋ねします。  

 （２）はプロポーザル方式による業者選定はどのような方法で行っているの

か、お尋ねします。  

 （３）は、令和６年度の落札率、入札不調はいかになっておりますか、お尋

ねします。  

 ３点目は、平群町商工会への支援について質問します。  

 商工会は、商工会法によって定められており、地域の事業者が業種に関わり

なく会員となって、お互いの事業の発展や地域の発展のために総合的な活動を



 

－７４－ 

行う団体であります。また、国や都道府県、小規模企業施策（経営改善普及事

業）の実施機関であり、小規模事業者への支援、小規模企業施策等、様々な事

業を実施することになっています。  

 平群町の商工会は１９７２年、昭和４７年６月に会員数１３５社でスタート

しまして、２０２３年は２０２社と通告しておりましたが、転記ミスで２０８

社の間違いですので、訂正をお願いいたします。会員数２００社を切ると、会

員代表による議決できる総代会ができなくなり、会員全員での議決をする総会

を開催しなければならなくなり、会員や事務局の負担が大きくなると言われて

いることから、町は会員数の増加などについて、もっと支援すべきではないで

しょうか。また、商工会の土地建物は誰になっておるのか、お尋ねします。  

 以上３点が私の質問です。よろしくお願いいたします。  

○議  長  

 寺口理事。  

○理  事  

 森田議員の１項目め、住宅地のストックを増やす施策についての御質問にお

答えいたします。  

 １点目の市街化農地から宅地への転換に対する支援についてです。市街化農

地が宅地に転換されることで、人口増加及び税収増加につながる可能性がある

ことは、議員お述べのとおりでございます。しかし、市街化農地の転用は、土

地所有者の意向により住宅用地として売却、自己名義でのアパート経営、商業

施設としてなど、様々なパターンが想定されます。議員御提案の宅地として売

却する方への支援策につきましては、宅地用地として売却するのか、売却せず

にアパート経営のために活用するのかなど、転用目的により不公平感が生じる

懸念があり、また、売却者は売却に伴う出費があるものの、売却益もあること

から、現時点では考えておらない状況でございます。  

 次に、２点目の空き家を解体して住宅を建て替える方への支援策についてお

答えいたします。空き家の利活用に向けた取組といたしまして、住宅等の実態

に係るアンケート調査を実施いたしました。その中で、空き家対策で望む行政

支援の１位が解体費補助３９．７％、２位が遺品整理の補助３７．９％、３位

が賃貸化に向けたリフォーム補助２１．６％となっており、解体費補助は空き

家の所有者からもニーズが高いと認識しております。  

 議員御提案の空き家の解体者への支援策につきましては、空き家バンク制度

と掛け合わせることにより、空き家の流通、利活用の促進、活用できる住宅の

増加につながるものと考えておりますことから、遺品整理補助やリフォーム補

助なども含め、空き家対策との整合性を図り、検討してまいります。  
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 以上でございます。  

○議  長  

 森田議員。  

○１１番  

 理事から御答弁いただきましたんですけど、分かりますとか検討しますとか

言っていただいたら非常にありがたかったんですけど、空き家の解体について

は多少御理解を頂いたというふうに思うんですけど、そのことを踏まえて順次

質問させていただきます。  

 町の住民台帳によりますとですね、令和５年３月末の人口は１万８，３４０

人で、本年３月末の人口は、外国人を含んで１万８，２６１人と、１年間で７

９人減っております。手元の資料によりますと、外国人は逆に１６人増えてお

るわけですから、外国人がなければ、減ってる人数も増えるんじゃないかと思

います。そして、人口動態別に見ますと、出生者が８１人、死亡者が２５６人、

差引き１７５人が減っております。また、転入者を見ますとですね、５５９人

が入って、転出者が４６５人と、逆に９４人増えているわけですね。これを自

治会別で見ますと、椿台が３０人、緑ケ丘は２４人、若葉台が２３人、若井で

１７人となっております。データ的にも見て明らかなように、住宅地のストッ

クがある自治会の人口は増えております。私は、自分自身が町内を回っても、

肌実感として、住宅地のストックがあるところは人口が増えておるんじゃない

かというふうに思います。  

 住宅ストックがなかったとすれば、町長ね、私は３００人以上、逆に４００

人ぐらい人口減ってると思いますよ。そして、出生者が８１人、教育長ね、８

１人となればですね、５年先どうなると思いますか。３クラスでいいようにな

る、転入者がなければですよ、というような事態になるわけですから、非常に

この問題は、町全体としてやはり捉まえていかないといけないと思います。  

 先ほど理事からいろいろ話がありましたんですけどね、本当にね、長期で土

地を持ってても、大体売ればね、２５％から３０％税金に持っていかれます。

仮に５，０００万円で土地を売ってもですね、手元に残るのは３，７００万円

ぐらいなんですよ。悪く言えば３，５００万円ぐらいなんですよ。これは、何

も根拠がなるわけじゃないですから、これをしっかり庁内で議論していただい

てね、今、新婚世帯に何とかいうのをやっておられるじゃないですか。そんな

ことをやるより、これをやることのほうが私は効果があるんじゃないかという

ふうに思います。  

 先ほど、建て替えについてはですね、いろいろ話を頂きましたけどね、この

計算は、町から私の家にこんな固定資産の通知書を頂いて、これで試算しまし
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た。普通であればですね、古家を潰したら税金が３倍になるというふうに聞い

てましたんですけど、意外と少ないなというふうに思っております。  

 それともう一つね、予算委員会でも申し上げましたが、７月２７日に議員研

修がありましてね、関西大学の防災で有名な河田先生のお話を聞くことがござ

いました。このときおっしゃったのは、関東大震災のときは、人的被害は火災

によったんだけども、阪神大震災、熊本、能登半島地震は、人的被害は建物の

倒壊によって人的被害が出てると。これはデータ的にも明らかですから。今、

町がやろうとしている空き家バンクね、それが本当に有効かどうか。私は、逆

に言えば将来の負担をつくってるんじゃないかな、逆に言えば。地震も近いと

いうことを言われておりますので、それもやはり検討することも考えていただ

きたいなと思うんですけども。  

 先ほどの農地を売る方についての支援について、もう一度答弁いただけませ

んか。  

○議  長  

 寺口理事。  

○理  事  

 いろいろ質問もしていただいた中で、農地を売ることについて、再度答弁を

ということでございます。議員お述べのケース１から３、それぞれにおきまし

て、ある一定の人口増加や税収増加につながる可能性があるということは理解

をしておるところでございます。ただ、市街化農地につきましては、地権者の

意向や誘致により土地利用がされており、バイパス沿線等につきましてはほと

んどが利活用され、また、地域性にもよりますが、個人宅や共同住宅、吉新や

三里、西宮地区などにおける比較的駅に近いところにおきましてはミニ開発も

されているところでございます。また、菊美台や下垣内地区等の利活用が可能

と思われる農地につきましても、地権者の大半が農地として土地を利活用した

いという意向を持っておられるとお聞きもしております。  

 そのようなことから、宅地に変換する可能性の高い用地も土地利用ができる

用地もございます。これにつきましては、利用可能な全体の面積が１３ヘクタ

ールにつきまして、吉新、三里地区あたりで２ヘクタールという形でこちらの

ほうでは試算をしております。市街化区域ということで、利用促進を図るとい

うものの、議員御提案の市街化農地から宅地への転換に対する支援等につきま

しては、難しいと考えております。  

 以上です。  

○議  長  

 森田議員。  
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○１１番  

 今、バイパス沿いの話になりましたね。あれは住宅が建たない地域になって

いるわけですよ。そういう認識に立ってですね、皆さんがまちづくりをしない

といけない。あれは店舗等しか建たない地域で、営業倉庫も建たない地域にな

ってるわけですから、それは職員自体が、全職員が理解しないといけないこと

じゃないかというふうに思いますよ。１％のことについては根拠はありません。

私は売るモードをつくる。売る方を見ても、いろいろ話を聞いた中で、やっぱ

り相続が一番大きいんですよ。相続のときに土地を売る。周りを見てもそうい

うことがあるんじゃないかというふうに思いますよ。だから、自分で、理事ね、

町を歩きなさいよ。自分で歩いてですね、肌実感を見れば、絶対にストックが

あるところが人口増えてるわけです、先ほど申し上げたように。自分で足で歩

いてですね、汗を出して提案しないと私はいけないと思いますよ。私は自慢じ

ゃないですけど、年四、五回は町内全部歩いてますよ。だから、それは大切な

こと、逆に、教育長には、８１人になったときに、ならないようにどうするん

だということも大切なことだというふうに思います。８１人になったら、３ク

ラスでいいじゃないですか、それを防ぐためには転入者を増やす、どういう施

策をする。ソフトのことは今日は申し上げませんが、ハードのことしか私、今

回質問してませんが。  

 それとね、理事からですね、希望してない。本当ですか。私、ある人に聞い

たんですけども、そういう農地を市街化調整区域から逆に市街化区域に転換し

てほしいということを町にお話しに行ったこともあると。今現在ですね、農業

委員会でもそういう検討に入ってるというふうに聞いておりますので、しっか

りですね、ここ四、五年が勝負だというふうに私思いますよ。四、五年が勝負

だと思います。といいますのは、住宅を建てる人は大体３５年から４０年ロー

ンなんですよ、何度も言いますように。そうすると、一般的であれば、３５年

平群町に住んでくれる人ですから、そういう人たちを大切にする施策を、川下

じゃなく、川上の施策を私は講じないといけないというふうに思います。何と

かですね、人口を増やす制度をしっかり、地に着いた提案ね、理事。町長、副

町長が喜ぶような企画してあげてくださいよ。そのことをお願いしまして、こ

の質問はこれで結構です。  

○議  長  

 寺口理事。  

○理  事  

 森田議員の２項目め、入札制度を改革すべきではについての御質問にお答え

いたします。  
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 １点目の現制度になった経緯ですが、財政健全化の取組に伴う入札制度改革

の一環として、平成１９年６月に競争入札に係る事前公表の事務取扱要綱等を

制定し、全業種における指名業者の非公開及び郵便入札を導入いたしました。

その際、建設工事の発注に当たりましては、透明性の確保及び不正行為の防止

を図るため、予定価格の事前公表及び最低制限価格制度を導入いたしました。  

 ２点目のプロポーザル方式による業者選定方法についてでございます。プロ

ポーザル方式は、随意契約の手法の一つとして、その性質や目的が競争入札に

適さない場合において認められており、本町では計画の策定や効果的な広報活

動など、業者の知見を生かしたよりよい提案を求める場合に実施しております。

業者の選定に当たりましては、公募型と指名型があり、公平性、競争性を確保

するために、原則として公募型を行っておりますが、特定分野の人材派遣など

専門性の高い業務などの場合は、確実性、迅速性を重視した指名型で行うこと

もございます。  

 公募型の流れといたしましては、事業内容について公告を行い、応募のあっ

た者から定められたテーマの企画書、提案書などの提出を求め、書面審査もし

くはプレゼンテーションを実施し、次に、審査委員会におきまして審査、採点

をし、最も適した提案をした者を優先交渉権者として選定をしております。  

 ３点目の令和６年度の落札率及び入札不調件数についてです。８月末時点で

の建設工事は９件中２件が不調、落札率８７．２％、測量コンサル業務は８件

中１件が不調、落札率５９．０％、物品その他は３３件中６件が不調、落札率

７９．５％となっております。  

 全ての事案で入札時に予定価格を事前に公表することにつきましては、国の

指針においては、入札前には公表しないものとされております。一方、地方公

共団体におきましては、予定価格の事前公表を禁止する法令の規定はありませ

んが、事前公表の実施の適否について十分検討した上で、弊害が生じることが

ないよう取り扱うものとし、弊害が生じた場合には、速やかに事前公表の取り

やめを含む適切な対応を行うものとするとされております。  

 予定価格等を入札前に公表すると、職員への働きかけや入札不調が生じる可

能性が減少する一方で、予定価格が目安となり競争が制限され、落札価格が高

止まりになること、適正な積算を行わずに参加できてしまうこと、入札談合が

容易に行われる可能性があることなどの問題があることから、全国的には半数

以上の自治体において事後公表、もしくは非公表の取扱いとなっております。  

 現状といたしましては、測量コンサル業務、その他においては高い競争性が

発揮されているものと認識しており、その他事前に公表すべき特段の事情も生

じていないことから、現在のところ見直しは考えておらない状況でありますが、
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今後も入札内容や落札率、国や近隣の動向などに注視してまいりたいと考えて

おります。  

 以上です。  

○議  長  

 森田議員。  

○１１番  

 ありがとうございます。理事からですね、全て事前公表はしないと、今まで

どおりでやるということ。それであれば、県とかですね、近隣の市町村はなぜ

全て公表してるんですか。何か調べられましたか、通告してますから。調べま

したか。私は全て公表すべきじゃないかというふうに思います。  

 それとですね、プロポーザルの審査委員のメンバー、個人情報にならない限

り、どういう人たちか、弁護士は入ってるのか、それが分かればお教えくださ

い。  

 それと入札不調ですね、私、役場に来たら必ず、入札一覧表という１階にあ

るところ、必ず見てます。最近は不調が多い。去年に比べてですね、非常に多

いと思うんですけど、不調の原因が分かりましたらお教えください。  

 それとですね、私、３年前ですか、掲示板のところにですね、緑ケ丘のＤ地

区の不明水調査が、地元の業者が８５８万円で入札してたんじゃないかと思う

んですよね。地元の業者ですからいいことだと思ってたんですけど、この会社、

測量がメインの会社じゃなかったと思うんですけども、３月末でしたから、不

明水がたくさんあるので県水に接続できなかったと報告がありました。という

ことは、また新たに改修工事が今年度、入札で行われておりました。また、白

石畑・平等寺の国土調査業務、一般競争入札が７月３０日にあったようであり

ますが、落札額が１，６８８万円でしたかね。それがですね、先ほど言いまし

た緑ケ丘のＤ地区の不明水調査を行った会社の札は幾らだったと思いますか。

１億８，５００万円ですよ、１億８，５００万円。誰が考えてもおかしいんじ

ゃないかと思うんですけども、担当として、今のことについてどのように思わ

れますか。  

○議  長  

 寺口理事。  

○理  事  

 奈良県等の考え方といいますか、見解についてでございます。奈良県につき

ましては事前公表を実施しております。奈良県いわく、福岡と奈良県だけであ

り、業者の積算能力が育たない。また、くじ引が多くなるという課題があった

ため、今後、事後公表に切り替えていくというようなお話も聞いております。  
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 予定価格等の公表時期については、話題としているところなんですけれども、

具体的な検討段階には至っていないとのことを聞き取りのほう、奈良県よりし

ております。  

 プロポーザルの審査員のメンバーということでございます。それにつきまし

ては、町職員の部長級以上という形で審査のほうをしておるところでございま

す。  

 入札不調が多い理由なんですけれども、工事や業務など実施案件の内容によ

りまして、過去の応札や落札実績等も考慮しながら、指名登録業者から町内町

外業者を選定しております。ただ、その大半で、最近は業務多忙を理由に辞退

するということが多くなってきております。そんなことから、結果的に応札が

１者のみというようなケースが多々ございました。不調の主な理由については、

以上のような内容でございます。  

○議  長  

 浦井政策推進課長。  

○政策推進課長  

 補足のほうで説明いたします。  

 まず、緑ケ丘Ｄ地区の業務のことなんですが、今年度、改めて担当課のほう

で実施をするということで実施をされておられます。ちょっとすみません、前

回の金額等については、今ちょっと手元に持ち合わせがちょっとなくて、後で

お調べさせていただきます。白石畑・平等寺地区の地籍調査ということなんで

すが、議員おっしゃっていただいたように、当初の入札実施によって、入札不

調となっております。こちらにつきましては、１０社、業者を指名して、応札

があったんですけども、担当課のほうでも設計金額等をしっかりしてるんです

けども、全社より予定価格を超過するというようなことで、入札が成立をしな

かったということになりました。その後、担当課のほうで設計金額等を見直す

ことによって、また応札状況も見まして、一般競争入札に切り替えて実施をし

たという経過になっております。  

 以上です。  

○議  長  

 森田議員。  

○１１番  

 入札制度についてはですね、大分昔から、議事録をですね、全部見せてもら

って、多くの議員が入札制度の改革について一般質問されております。特に共

産党の方が熱心に一般質問されてたように記憶しておりますが、私は、全ての

事案で事前公表してですね、それによって不調件数も減らすとかですね、そう
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いうことに取り組まなければならない。近隣はなぜそれをやめないのかという

ことも調べていただきたい。県は何か委員会で立ち上げて検討していただいて

るようですけども、事前公表しなければ、全てで自分とこで積算しないと、工

事であればですよ、積算しないといけないので負担も大きくなるというふうに

思います。不調はですね、今回のこのたびの物価高騰によるものじゃないかな

というふうに思います。  

 それとですね、先ほどの白石畑のね、入札価格は、入札の一番札が１，６８

８万円ですよ、手持ち資料では。それが１億８，０００万円で札入れてるんで

すよ。こんな成否があるというふうに思われますか。私は、地元業者を優先す

るということは非常にいいと思う。これ一般競争入札ですから、仕事をするた

めに、逆に言えば応札してるわけじゃないですか。それはこれ以上言っても分

からないんだと思いますが、一般競争入札も含めて、入札制度については、や

はり地元の方が仕事をできるだけやりやすいようにやっていただくということ

はまずお願いしておきます。ただ、専門外の仕事についてはですね、注意を払

っていただきたいなというふうに思います。そんなことを言ってもですね、全

体の工事量が減ってきてます。町の財政が厳しいということで、全ての発注が

減ってきておりますので、その点も頭に入れてですね、問題の起こらないよう、

発注とか、後の監理のほう、きっちりしていただきたいと思います。この質問

はこれで結構です。  

○議  長  

 西岡事業部長。  

○事業部長  

 それでは、３項目めの平群町商工会への支援についての御質問にお答えいた

します。  

 まず、１点目の会員数の増加等に対する支援についてでございます。平群町

商工会は、令和５年度末時点で会員数２０９名が加入されており、地域の身近

な相談窓口として、経営相談や税務、金融など、中小企業、小規模事業者が抱

える様々な課題に応じて、きめ細やかなサポートを行い、事業者支援の中心的

役割を担っておられます。また、平群町とは様々な公益性の高い事業を連携し

ながら実施をしており、商工会に対しまして、毎年、運営費や事業費などの補

助を交付しているところでございます。  

 平群町内の新規創業者に対しましては、特定創業支援等事業として、商工会

が実施する経営、財務、人材育成、販路開拓の講義を受けた創業者に対して、

本町が証明書を交付することにより、会社設立時の登録免許税の軽減や、無担

保、第三者保証人なしの操業関連保証など、様々な優遇措置を設けており、会
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員数の増加にも一翼を担っております。  

 今後におきましても、引き続き商工会と連携を密にし、本町として積極的に

支援を行ってまいりたいと考えております。  

 続いて、２点目の商工会館の土地・建物の所有者についてでございます。土

地の所有者は平群町となっております。建物については、平群町商工会となっ

ております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 森田議員。  

○１１番  

 ありがとうございます。商工会には町から、決算書を見ますと５５０万円補

助金を出していると。毎月新聞折り込みのビラが入ったりですね、この日曜日

に青年部の方がね、花火大会をやっていただけます。青年部何人かと思ったら、

データで見ると９人しかいらっしゃらないんですよね。９人でこんなことやっ

てくれるわけですから。それとですね、年末には平群駅前のイルミネーション

をやってくれたり、春には西小学校跡地でですね、桜を見る会なんかをやって

くれると思いますので、本当に２００人を切らないためにどうするのかと。本

格的に町もですね、考えていただかないといけないんじゃないかなと思うんで

すよね。  

 １点目はですね、土地は平群町が貸してある。契約書は当然あると思うんで

すけども、建物は相当古いと思うんですよね。私、耐震化ができてないんじゃ

ないかなと思うんですよね。平群町という冠がついておりますので、やはり町

としてもどうするんだということも考えていただきたい。これは答弁要らない

んですけども、契約書のことについてはお尋ねします。  

 それともう一つ、先ほど言いましたようにね、やはり地元業者に優先的に発

注する、仕事をしてもらう、物を買うということはできないんでしょうか。そ

の２点だけお尋ねします。  

○議  長  

 事業部長。  

○事業部長  

 それでは、土地について契約書はあるのかという御質問です。土地について

は、公有財産の無償貸付契約を締結をしております。なお、建物につきまして

は、町が商工会館を使用する場合なんですけども、無償とする商工会館の使用

及び管理に伴う覚書を締結をしております。  

 商工会に発注できるものを優先的にできないかということでございます。過
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去については、商工会にプレミアム商品券などの発行事業をお願いした経緯も

ありますが、今後につきましても発注可能なものについては、一定考えながら

検討してまいりたいと思います。  

 以上でございます。  

○議  長  

 森田議員。  

○１１番  

 よろしくお願いいたします。土地は平群町ですので、隣の土地を、中央公民

館跡地を売ってしまったわけですから、塀を造るとかですね、そういうことも

当然やらないと、財産保全のためとか防犯のために塀を造るとかそういうこと

もしていかないといけないというふうに思いますので、よろしくお願いいたし

ます。  

 それと、地元業者を優先的に本当に考えてやってほしい。どこの会でもです

ね、会員数が減って困ってるんですよ。維持ができない。商工会じゃなくて、

私もほかで関係してる団体もあるんですけどね。一般財団法人であってもです

ね、公益でもですね、会員数がべらぼうに減ってます。みんな会員の方は、必

ず言うのはメリットがあるか、それを追求されますので、町長、副町長、教育

長の理解を頂いてですね、地元業者にですね、なるべく同金額であれば地元業

者優先でお願いしたいと思います。  

 それとですね、先般、第１０回「＜ナント＞サクセスロード」スタートアッ

プ部門で、平群町の健康食品の企画販売しております株式会社ｍａｓｈｉｃｈ

ｏｉが優秀賞を受賞されました。町の活性化のために新しい事業を立ち上げる

方に、やはり増やす必要があると思いますので、そういうことも商工会に委託

されたらどうかというふうに思います。  

 また、三郷町の商工会のホームページを見てください。本当にびっくりする

ぐらいの情報提供されております、会員の。いろいろ言いましたけどもですね、

平群町の基幹産業は農業ですけれども、商工業者も元気になってもらわないと

困るわけですから、その辺のことも考えていただきたい。商工会の支援、地元

業者の支援について検討をお願いいたしまして、これで私の一般質問を終わり

ます。ありがとうございました。  

○議  長  

 それでは、森田議員の一般質問をこれで終わります。  

 １１時１０分まで休憩します。  

（ブー）  

休    憩  （午前１０時５７分）  
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再    開  （午前１１時１０分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開いたします。  

（ブー）  

○議  長  

 発言番号３番、議席番号１番、関議員の質問を許可いたします。関議員。  

○１  番  

 皆様、こんにちは。発言番号３番、議席番号１番、関順子でございます。た

だいま議長の許可を得ましたので、通告どおり大きく３項目について質問をさ

せていただきます。よろしくお願いします。  

 まず、大きく１項目めは、緑のサポーターの取組についてでございます。  

 総合文化センターの緑のサポーターの皆様におかれましては、いつも美しい

バラの花や花壇の手入れや水やり、肥料やりなど、様々に毎日お世話をおかけ

していただいているおかげで、総合文化センターを訪れる皆様にとりまして、

美しいバラの花や花壇の花を観賞させていただき、目で見たり、香りを楽しま

せていただいたりと、本当に癒やされております。いつも皆様の御苦労に頭が

下がる思いでございます。感謝の気持ちでいっぱいでございます。ありがとう

ございます。  

 総合文化センターが完成された頃、ボランティアの方々が善意で総合文化セ

ンター前にバラの花を植樹していただき、その後、令和２年秋に花のお世話を

してくださる緑のサポーターが発足されたとお聞きをしております。バラのお

世話をはじめ、花壇のお世話は毎日のことですし、そのお世話は本当に口では

言い表せないほどの御苦労があると思われます。最近では、サポーターさん方

の高齢化も進んでいるとお聞きしておりますし、また、肥料や栽培に係る物品

など、少しの費用で賄っておられると聞いております。バラの栽培にはお金も

かかりますし、サポーターさんには経済的にも大変な御負担を強いられている

ように思います。  

 総合文化センターに関しましては、平群駅前はまさに平群の玄関口になりま

す。また、バラは平群のバラというブランド名でもあります。今後、数年後に

総合文化センターに隣接されるであろう役場新庁舎の完成を見据えましても、

今の美しいバラ園と花壇は大切に後世に残していかなければならないと考えま

す。そこで６点お尋ねをいたします。  

 一つ目、植栽などにかかる費用は年間どのくらいかかっていますでしょうか。 
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 二つ目、今後、難しいバラのお世話や植栽のお世話をされるサポーターさん

たちの後継者づくりはどのようにお考えでしょうか。  

 三つ目、住民さんの中にはガーデニングや草花がお好きな方々が多くいらっ

しゃると思います。年に数回、広報に掲載したり、ポスターを掲示したりして、

緑のサポーターを募集されて、マンパワーを増やされてはどうでしょうか。  

 四つ目、仮称バラ基金などと命名して、毎年基金として設置して、植栽など

の費用に充ててはどうでしょうか。  

 五つ目、また、仮称バラ募金などとしまして、募金箱を公共施設に設置する

などされて、植栽の費用などに充ててはどうでしょうか。  

 六つ目、また、今後は植栽などにかかる費用を教育委員会としてもしっかり

と予算計上されるべきではないのでしょうか。よろしくお願いします。  

 大きく２項目めでございます。２項目めは、ＡＥＤの活用についてです。  

 ＡＥＤ、自動体外式除細動器とは、皆様御承知のとおり、心臓がけいれんし

て血液を流すポンプ機能を失った状態、心室細動になった心臓突然死の原因と

なる重症不整脈を起こしている心臓に対して電気ショックを与え、正常なリズ

ムに戻すための医療機器です。心臓を元の状態に回復させようとするもので、

一般住民の方でも簡単に操作することができ、一般の人が使用できるようにな

って２０年になります。  

 総務省消防庁によりますと、何もしないで救急車を待つより救命率が４倍も

上がると言われております。医師からつくる日本ＡＥＤ財団によりますと、２

００５年から２０２２年まででＡＥＤで助かった命は７，６５６人と言われて

おります。  

 ＡＥＤの操作方法は、電源を入れると音声で案内してくれるため、どなたで

も簡単に使えます。蓋を開けた瞬間、自動的に電源が入るタイプ、ボタンを押

して電源を入れるタイプがあります。あとは音声に従い、倒れた人の胸を裸に

して電磁パッドを貼ります。自動的に心電図の読み取りが始まり、除細動が必

要か不要かを知らせてくれます。必要な場合はボタンを押して電気ショックを

与えます。  

 現在、日本では、総務省消防庁のデータによりますと、毎日約２００人が心

室細動という不整脈によって突然命を失っているそうです。ＡＥＤは、異常が

生じた心臓の動きを正常な状態に戻すために、とても有効な医療機器です。命

をつなぐためのＡＥＤの果たす役割はとても大きいと考えます。  

 そこで、３点お尋ねをいたします。  

 一つ目、本町において、ＡＥＤの公共施設、自治会館、民間施設での設置状

況、あわせて、自治会館に設置する際の補助金などはどのようになってますで
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しょうか。  

 二つ目、ＡＥＤを使用する場合、女性に対して使用するケースが低いとのＮ

ＨＫの実際のデータがあります。ＡＥＤの電極パッドを貼りつける場合、高校

生以上の女性の場合、どうしても肌を露出してしまうため、救命処置をする方

がちゅうちょしてしまうからです。そこで、女性のプライバシーを保護すると

ともに、応急処置にも使える三角巾を体にかぶせ、処置をするようになった自

治体が近年増えております。また、白色だと肌が透けるので色つきの三角巾を

使用する自治体も増えているそうです。それについて本町はどのようにお考え

でしょうか。  

 三つ目、せっかく町内に設置をしているＡＥＤをさらに広く住民の皆さんに

周知をしていただき、防災訓練や自治会などを通し、講習会を開催して拡充し

てはどうでしょうか。今後の本町のＡＥＤの講習会開催の予定やお考えをお聞

かせください。よろしくお願いします。  

 大きく三つ目でございます。竜田川バリアフリー化の進捗状況についてです。 

 昨年の１２月議会でも質問をさせていただきましたが、近鉄竜田川駅のバリ

アフリー化は、平群町の長年にわたる喫緊の課題でございます。御承知のとお

り、近鉄生駒線でバリアフリー化をされていない駅は竜田川駅だけでございま

す。１１段の階段があることで、高齢者や障がいをお持ちの方、また、子育て

世代の方々は大変御苦労を強いられております。  

 現在、町全体の生産年齢人口も年々減ってきていますし、最寄りの団地の方々

の高齢化で、竜田川駅の乗降客数も減っている現状ではありますが、来年の夏

には国道１６８号線沿いの椿井地域に大型商業施設が２施設も完成を予定して

おります。今後は、買物客や商業施設で働く方々が増えて、竜田川駅の乗降客

数も増加をされると予想されます。また、近隣住民の方々の運転免許返納者も

増えており、交通手段を電車やバス、デマンドタクシーに頼らざるを得ない状

況でございます。  

 そこで２点お尋ねをいたします。  

 １点目、昨年私が質問して以来、近鉄さんとの協議や交渉など、進捗はいか

がでしょうか。  

 ２点目、来年の夏に大型商業施設２施設がオープンをいたします。それまで

に何とか竜田川駅のバリアフリー化が実現できればと期待したいところでござ

いますが、本町としてのお考えはいかがでしょうか。  

 以上、大きく３項目にわたりまして理事者側には端的明快な御答弁をよろし

くお願いいたします。  

○議  長  
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 川西教育部長。  

○教育部長  

 それでは、関議員の大きな１項目め、緑のサポーターの取組についてお答え

をさせていただきます。  

 まず最初に、植栽にかかる費用は年間どれぐらいかかっているのかについて

でございますけども、過去３年間の費用としまして、町の予算から令和３年度

に約１９万円、令和４年度に約１７万円、令和５年度に約９万６，０００円支

出しております。主に消毒剤、肥料、腐葉土、花の苗を購入しております。会

の発足当初の令和３年度、４年度には、それらに加え、一輪車やスコップ、く

わ、剪定ばさみなど、作業をしていただくのに必要な資材を購入しております。 

 また、緑のサポーターとしては、奈良県緑化推進協会から花いっぱい推進事

業の交付金を令和３年度から５年間ということで、初年度は５万円、以降は毎

年２万円の交付を受けております。昨年度は、その費用を活用して駐車場入り

口付近の植栽箇所にパンジーを植えております。  

 次に、バラのお世話やサポーターさんたちの後継者づくりですが、会員の皆

様からの紹介などで活動に賛同を得て、新たな会員の確保に努めていただいて

おります。また、教育委員会としましても、町のホームページに募集の掲載や、

総合文化センター内の掲示板に募集の掲示など、周知を行っております。  

 現在まで、多くのボランティアの皆様のおかげで、総合文化センターの植栽

箇所を適切に管理していただき、景観形成に大きく貢献していただいているこ

とから、緑のサポーターの方々とも十分協議し、後継者が不在になることのな

いようしていきたいと考えております。  

 最後に、植栽などにかかる費用については、仮称バラ基金や仮称バラ募金の

設置をしてはという議員からの御提案を頂きましたが、今年度においても、作

業労力の省力化を図るための備品の購入も行っており、随時話合いの中で必要

なものについては購入しておりますので、今まで同様に、植栽などに係る経費

につきましては、総合文化センター施設の必要な維持管理経費として予算の確

保を行っていきたいと考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 関議員。  

○１  番  

 大変前向きなお答えを頂きまして、ありがとうございます。過去３年間の必

要経費はきっちりと計上されているとのこと、私自身とても安心いたしました。

ありがとうございます。奈良県からの交付金に関しましては、もうすぐ５年を
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迎えますので、また、その分のフォローが必要かと思いますので、またどうぞ

よろしくお願いいたします。  

 ２番、３番目の後継者と募集ということに関しましては、広報やホームペー

ジへも毎月掲載していただいているということで、今は１５名ぐらいのサポー

ターさんでやっていただいてるんでしょうか。また、新たな会員さんの確保へ

のお取組に対して、また引き続き、さらなる御周知をしていただきますよう、

よろしくお願いいたします。  

 年に一度の草刈りの日などもですね、この間も大変だったというふうにお聞

きしておりますけれども、広報ページなどに掲載されて、住民さんへの参加も

ですね、お手伝いしていただいたらどうでしょうか。またよろしくお願いいた

します。  

 あとですね、４番、５番の基金や募金に対しましては、今は、現状は必要な

いということですね。またサポーターさんたちと協議をされまして、またその

とき必要であれば御検討をよろしくお願いいたします。  

 ６番の植栽に係る経費は、予算の確保を行ってくださるということですね。

ありがとうございます。  

 ２点また再質問をさせていただきたいと思います。  

 一つ目は、今後ですね、バラはすごく専門知識が要ることだと思います。バ

ラに関する人材もですね、必要になってくる時期が来ると思います。そこをで

すね、ぜひ視野に入れていただきまして、人件費として予算計上をしていただ

ければと思います。いかがでしょうか。  

 そして、２点目は、ボランティアの皆さんの町の窓口担当者が明確でないと

思われます。現在のボランティアさんたちとよく協議をしていただきまして、

ボランティアさん任せにするのではなく、これからはきっちりと緑のサポータ

ーさんの窓口担当者を決めていただいて、さらに皆さんの御意見を聞きながら

お取組を頂けますでしょうか、お尋ねいたします。よろしくお願いします。  

○議  長  

 川西教育部長。  

○教育部長  

 ２点質問を頂きまして、まず１点目ですけども、バラの人件費の予算計上と

いうことなんですけども、この件に関しましては、現状のサポーター制度とい

うことで取り組んでいきたいというふうに考えておるんですけども、先ほども

答弁させていただきましたけども、後継者が不在になるということがないよう

にですね、こちらも支援していきたいというふうに考えております。  

 それからもう１点、町の担当者が分かりにくい、そういうような声があると
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いうことだと思うんですけども、これにつきましては、総合文化センター内の

中にも担当職員、一応、基本的には決めてるということですので、また、その

辺は周知させていただきたいというふうに思います。  

○議  長  

 関議員。  

○１  番  

 ありがとうございます。不在にならないようにということで、くれぐれもど

うぞよろしくお願いいたします。  

 では、総合文化センターの中に窓口担当者がいらっしゃるということでよろ

しいでしょうか。では、その方からまたいろいろサポーターさんたちのほうへ

御連絡いただいたりという、そういう役目をどうぞよろしくお願いいたします。 

 この間も手づくりの水やり用のですね、スプリンクラーも早速作っていただ

いたとお聞きをしております。本当に感謝申し上げます。総合文化センターの

前は平群町の玄関口でございます。どうぞこれからもですね、美しいきれいな

バラ園を末永く維持されていかれますように、また、緑のサポーターさんの皆

様と町が手を取り合っていただきまして、後継者が不在になることがありませ

んように、平群町の後世のためにも、町民の皆様を楽しませてあげられますよ

うに、どうぞよろしくお願いをいたします。  

 １項目めはこれで結構でございます。ありがとうございました。  

○議  長  

 山﨑総務部長。  

○総務部長  

 それでは、私のほうから、まず１点目の公共施設、自治会館、民間施設での

ＡＥＤの設置状況について御説明します。  

 公共施設につきましては、役場やプリズムへぐり、総合文化センターのほか、

各小中学校、各こども園等、全ての公共施設、１７施設に設置をしております。

また、自治会館等につきましては１自治会、民間施設につきましては約２０施

設に設置している状況でございます。  

 次に、ＡＥＤに伴う補助金ですが、自治会館への施設設置に伴う補助につき

ましては該当はしませんが、地域での自主防災活動の一環として、ＡＥＤの購

入もしくはリースを検討される場合につきましては、その経費については、自

主防災組織や自警団を対象に交付しております安全なまちづくり補助金に該当

するため、その補助金を活用いただければと考えております。  

 次に、２点目の三角巾の設置については、胸元を覆う布、止血や患部の固定

にも活用できる三角巾を整備することは効果的であると考えております。町の
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公共施設に設置しているＡＥＤに対して、色つきのですね、三角巾の設置の検

討を行っていきたいと考えております。  

 続きまして、３点目の周知の関係につきましては、町におきましても本年５

月にくまがしホールにおきまして、職員向けの救命救急訓練を実施し、ＡＥＤ

を活用した講習会を実施しております。引き続き、広報紙やホームページ、ま

た、地域での出前講座、町や地域での防災訓練の際には、ＡＥＤの重要性につ

いて周知してまいりたいと考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 関議員。  

○１  番  

 大変ありがとうございます。公共施設にＡＥＤが１７台、自治会館には１台、

民間施設に約２０台ということですね。補助金に関しましては、自主防災活動

の一環として交付されるということでございますね。  

 ここで再質問は、自主防災組織はですね、３０団体あると聞いておりますけ

れども、その皆様への補助金についての周知はどうなのでしょうか。  

 それから、町内に３店舗ある、コンビニがあります。ファミリーマート、ロ

ーソン、セブン－イレブンには設置していないと思われます。この３店舗、２

４時間営業ですのでですね、設置していれば大変便利だと思います。住民さん

からもそういうお声が出ております。来年オープン予定のトライアルさんも２

４時間営業です。こういった２４時間営業の店舗に対しまして、町からのお声

かけ、ＡＥＤの設置などのお声かけなんかはできないもんでしょうか。  

 それから、あとですね、役場にもＡＥＤがありますね。夜勤者がいらっしゃ

ると思いますけれども、もし緊急時ですね、夜間帯にＡＥＤをお借りすること

は可能でしょうか。お尋ねをいたします。  

 あと、２番目のところの公共施設の三角巾設置につきましては、前向きなう

れしい御答弁を頂きまして、本当にありがとうございます。この部分もちょっ

と再質問ですが、いつから三角巾を設置していただけますでしょうか、お尋ね

をいたします。  

 ３番の周知のところですが、大変ありがとうございます。引き続きどうぞよ

ろしくお願いいたします。  

○議  長  

 山﨑総務部長。  

○総務部長  

 それでは、再質問ですけれども、まず、補助金の件は、自主防災組織への周
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知ということでございますが、こちらのほうにつきましては、自主防災組織の

総会等がございまして、その際に説明させていただいております。また、ホー

ムページ等にも掲載して周知を行っているところでございます。  

 そしてまた、２点目、２４時間のコンビニエンスストアに設置ということで

ございますが、コンビニなど民間事業者の設置につきましては、やはり設置費

や維持管理費用が必要になってくると、そういったことから、個々への依頼と

いうのはまだ難しいと考えております。そういった中で、ＡＥＤの重要性や活

用について町広報紙とかホームページで広くですね、重要性を呼びかけて、そ

して、引き続き対応してまいりたいというふうには考えております。  

 ３点目の役場のＡＥＤにつきましては、入り口を入ってすぐ右手なんですけ

ど、宿直室があるところにＡＥＤが一つ設置しております。そちらのほうにつ

きましては、夜間は宿直がおりますので、２４時間、夜間につきましてもお渡

しは可能となっております。  

 ４点目の色つきの三角巾につきましては、今現在どういった形の部分が透け

ないのかとか、ちょっと今、情報収集をやります。それができましたら、早急

に町内にある公共施設につきましては設置を行っていきたいというふうに考え

ております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 関議員。  

○１  番  

 前向きな御答弁、大変ありがとうございます。前段でも述べましたように、

ＡＥＤを活用することで助かる命がたくさんございます。１回訓練しても、私

たち議員も訓練しましたけど、誰でも１年たちましたら忘れてしまいますので、

どうか町としましてもですね、ＡＥＤの訓練の機会を増やしていただきまして、

町民さんや職員の皆様にＡＥＤの重要性の周知をどうかこれからもよろしくお

願いいたします。２項目めはこれで結構でございます。ありがとうございまし

た。  

○議  長  

 山﨑総務部長。  

○総務部長  

 それでは、３点目でございますけれども、竜田川のバリアフリー化の進捗状

況ということで、１点目、２点目の御質問を併せてちょっとお答えさせていた

だけたらと思います。  

 令和５年１２月末に、近鉄の方とまちづくり等の意見交換の際に、まちづく
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りの観点からも利便性を図る上でも課題である竜田川駅のバリアフリー化につ

いての重要性をお伝えしたところでございます。また、竜田川駅の利用者は減

少傾向であり、当該事業の対象基準となる乗降者数３，０００人以上を満たし

ておらず、竜田川駅のバリアフリー化には至っていない状況でございます。  

 また、大型商業施設の商圏については、車での来客を想定しているというこ

とで、駅の利用の増には直接つながらないものと考えております。  

 町といたしましても、人口対策やシティープロモーション等を通じて、人口

減少対策等の観点からも、近鉄各駅の乗降者数を増やすことや、利便性向上を

図ることが重要であると考えるため、厳しい状況でもありますが、粘り強く相

談してまいりたいというふうに考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 関議員。  

○１  番  

 ありがとうございます。なかなかハードルの高いことでもありますし、過去

からも乗降客数が基準に達していないということも変わりはありませんけれど

も、やはり来年、大型商業施設が来るということで、大きなチャンスであるか

なというふうに思っております。  

 そこで、前回も副町長にお尋ねをいたしましたので、今回もお願いいたしま

す。今後ですね、竜田川駅のバリアフリー化についてどのような計画で実現化

を目指して取り組んでいかれるとお考えでしょうか、御見解をお願いいたしま

す。  

○議  長  

 植田副町長。  

○副町長  

 この一般質問につきましては、昨年の１２月にも頂いております。一定、考

え方というのはお伝えはしてるんですけども、あえて再度申し上げますと、竜

田川駅の乗降客なんですけども、これ、調べていきますと、一番ピークが昭和

５５年、これが４，５６９人、今、令和５年の直近の値が１，５８３人という

ことで、３，０００人ほど減ってるということで、これにつきましては、ずっ

と過去の推移を見ておる中では段階的に減っておるという、それが現状でござ

います。これ、要因なんですけどね、やっぱり竜田川駅周辺の駅勢圏の住宅団

地、具体的に春日丘、西宮、竜田川団地、あと北信貴ケ丘、そういった主立っ

た住宅団地が建設されてからかなり期間がたってると。いわゆる成長期から活

性期に当たる一番その人口の多い時期が昭和５５年、その周辺の年代やったと
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思うんです。それが今もうだんだんだんだんその成熟期の中期から後期になっ

てる。いわゆるもうだんだん老朽化しているということで、その辺のところで

人口がなかなか増える要因がないというところがございます。  

 あともう一つが、竜田川駅の改札のところの前面道路、駅の東側、竜田川駅

前線、これが非常に狭隘である。約４メートル、時間規制の一方通行であると

いう、そういった条件がございます。確かに、バリアフリー法では３，０００

人以上のそういった駅についての整備義務というのがございます。なかなかこ

の３，０００人というのは厳しいということに、そういう認識をしております。

あわせて、本町の高齢化率も約４０％に近づいておるというようなことで、非

常に何ていうんですか、悪い条件が整ってきてると言いますか、なかなか近鉄

のほうに協議をしても、何ていうんですかね、その辺のところで条件が整わな

いというところがございます。  

 ただ、先ほども申し上げたとおりに、いろんな手法を考えております。やっ

ぱり一般質問を頂いて、このことで急いで取り組むということではなくて、ふ

だんから常に意識をする中で、こういった事務を行っていくということで、機

会あるごとに近鉄とは相談をさせていただいて、お互いに乗降客を増やす、あ

るいはバリアフリー、何とか駅舎の改善につながるような、そういった協議は

持っていきたいなということで、これからも引き続いてあらゆる可能性を探っ

ていきたいなというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。  

○議  長  

 関議員。  

○１  番  

 副町長、急に振らせていただいてすみません。大変前向きな御答弁、本当に

ありがとうございました。これまでも署名活動もしながら、たくさんの方々が

関わってくださっておりますこの近鉄竜田川駅のバリアフリー化でございま

す。今、大変状況も悪いところでございますが、本町の長年の喫緊の課題でご

ざいます。どうか町民の皆様のためにも一日も早く解決をしていただきますよ

う、これからも役場の皆様にとりまして、諦めずに、どうぞお取組をよろしく

お願いをいたします。  

 これで私の一般質問は終わらせていただきます。大変ありがとうございまし

た。  

○議  長  

 それでは、関議員の一般質問をこれで終わります。  

 １１時５０分まで休憩します。  
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（ブー）  

休    憩  （午前１１時３８分）  

 

再    開  （午前１１時５０分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開いたします。  

（ブー）  

○議  長  

 発言番号４番、議席番号５番、山本議員の質問を許可いたします。山本議員。 

○５  番  

 皆様こんにちは、議席番号５番、山本隆史でございます。ただいま議長の許

可を得ましたので、先般通告させていただきました災害時自主防災活動中の事

故等への補償について質問させていただきます。  

 町民の皆様は、日頃から火災や地震等の自然災害が発生した場合に備えて、

各自治会、大字で自主防災組織を結成しています。阪神・淡路大震災以降、大

規模な災害が発生した場合は、消防機関等による災害活動と相まって、住民の

自主的な防災活動、すなわち住民自らの初期消火、救出、救護、避難等の自助、

共助の働きが重要視されています。このような防災活動が効果的に行われるた

めには、地域ごとに防災知識の普及活動や災害を想定した防災訓練を積み重ね

ておくことが必要であります。  

 このような中、先月８月８日に日向灘でマグニチュード７．１の地震が発生

し、気象庁は、同日付で南海トラフ地震臨時情報、巨大地震注意を発表しまし

た。対象は２９都府県、７０７市町村で、奈良県内全市町村も対象区域となっ

ております。巨大地震の発生する確率は、今後３０年以内に７０から８０％と

言われていますので、防災訓練の頻度や内容をもう１段ギアアップすべき段階

にあると考えています。  

 そこで、自主防災活動による事故等への補償についてお考えいただきたいの

ですが、地域には大きく２種類の共助のための組織が存在します。一つは、構

成員が非常勤特別職の地方公務員の身分を持つ組織であり、消防組織法に基づ

く消防団と、水防法に基づく水防団が該当し、これは補償制度が定められてい

ます。もう一つが、一般の住民が無償で活動する任意団体の自主防災組織で、

災害対策基本法で位置づけられていますが、自発的な組織であり、構成員の身

分は公務員ではなく、補償に対する不明確な点や課題が指摘されています。自

治会活動保険では、防災訓練も自治会活動とみなされ、炊き出し訓練中のやけ
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ど、そして、消火訓練時におけるけが等は補償されます。また、町が加入して

いる総合賠償保険では、被災時の自主防災活動中、被災者の救助等の際に、自

主防災組織の会員がけがをし、その結果、通院・入院した場合の補償や、死亡

した場合、補償対象となる場合があります。いずれの保険も免責事項で、戦争、

暴動、または地震、噴火、津波により直接生じた損害については保険金が支払

われないことになっていますので、注意しなければなりません。  

 そこで、平群町が加入している総合賠償保険について３点質問いたします。  

 １点目、防災活動に関係する保険の種類と保険料、保険金額は幾らでしょう

か。  

 ２点目、自主防災活動中の事故について、補償対象となる場合があるとなっ

ていますが、どのように判断されるのでしょうか。  

 ３点目、実際の救助活動では、自主防災組織のメンバーだけではなく、住民

の皆様の力をお借りすることになりますが、町民全員が補償対象になり得るの

でしょうか。  

 以上、大きく１点質問いたします。行政側におかれましては、明確な御答弁

をよろしくお願いいたします。  

○議  長  

 山﨑総務部長。  

○総務部長  

 それでは、お答えいたします。  

 まず１点目の保険の種類と保険料、保険金額につきましては、全国町村会総

合賠償補償保険の中の災害補償保険として、社会奉仕活動、ボランティア活動

に関する保険でありまして、補償内容は、死亡２００万円、後遺障害８万円か

ら２００万円、入院１万円から１５万円、通院１万円から６万円の保険金額と

なっております。保険料につきましては、年間約１２４万円でございます。  

 ２点目は、補償対象になるかどうかにつきましては、個々の状況に応じまし

て、保険会社が判断することとなります。  

 ３点目につきましては、町等が主催、共催する行事や社会奉仕活動等に参加

する住民等が活動中に被災した場合に限り、補償対象となります。  

 以上でございます。  

○議  長  

 山本議員。  

○５  番  

 それでは、再質問させていただきます。  

 まず、１点目の補償内容については、死亡が２００万円、入院、通院それぞ
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れに応じた保険金額が設定されていて、年間保険料は約１２４万円ということ

でした。入院や通院については、けがの度合いにもよって、適切な保険金額が

設定されているとは思うのですが、死亡した場合の保険金額を２００万円に設

定しているわけであります。人の命ですので、お金には到底変えられるもので

はないのですが、私は、今の時代の保険としては、設定がかなり低いのではな

いかと思っています。  

 現在加入している全国町村会総合賠償補償保険のこの契約類型は現在１型で

ありますが、２型や３型ではですね、死亡保険金額が５００万円になっていま

す。この２型や３型、加入した場合ですね、現在の保険料１２４万円からどの

くらい追加が出るのでしょうか。これは再質問させていただきます。  

 ２点目の補償対象になる場合があることについては、当然、保険会社の判断

ということになると思うんですが、この不明確な点が課題として専門家は指摘

されています。補償保険に加入していても補償されない場合があるということ

は明確にしておくべきだと思います。  

 ３点目の災害時の防災活動中の事故等への補償は、自主防災組織のメンバー

だけでなく、全住民が対象となるということですが、これは当然のことだと思

います。そして、ちょっと話は外れるんですが、今月号のマイタウン平群の９

月号ではですね、「９月は防災月間  『もしも』のときの、『備え』は出来てい

ますか？」というような見出しで、小学生、中学生の写真を用いて特集を組ま

れています。学生たちが防災について学び、そのことを家族で話し合う相乗効

果で皆様の防災意識が向上していたのではないかと思います。  

 今回の広報紙でもですね、３ページに自主防災組織について、６行だけです

けども触れていただいておりますが、先ほどの２点目、３点目についてはです

ね、どこかの機会で結構ですので、またこういった広報紙、またホームページ

等で周知していただければと思いますので、２点目、３点目の質問については

これで結構です。１点目だけ再答弁お願いします。  

○議  長  

 山﨑総務部長。  

○総務部長  

 まず、死亡補償金額を２００万円から５００万円ということでございますけ

れども、そちらの場合、保険金額は約１３８万円となりまして、現行より１４

万円増加することとなっております。現在の補償内容から見ましても、一定の

補償はされてるかなというのは考えておりますので、今現在、現状での運営を

行ってまいりたいと考えております。  

 以上でございます。  
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○議  長  

 山本議員。  

○５  番  

 すみません、ちょっと聞き漏らしましたんで、もう一度増額の部分だけお願

いします。  

○議  長  

 山﨑総務部長。  

○総務部長  

 大変申し訳ございません。まず、５００万円に引き上げた場合、保険金額は

約１３８万円で、今現在からは１４万円増加するということになっております。 

 以上でございます。  

○議  長  

 山本議員。  

○５  番  

 すみません、聞き漏らしてしまいました。約１４万円で補償が拡大されると

いうことでした。災害時の救助活動において、けがをした、またはけがをさせ

てしまったことに対する補償は、参加するための大切な条件になってくること

になります。防災組織のメンバーは率先して活動するため、当然けがのリスク

も高まります。そこでですね、一つの自主防災組織が、町の保険じゃなしに、

任意で傷害保険に加入した場合、じゃあ保険料は幾らになるのかということを

算定いたしました。これはちょっと光ケ丘自治会の自主防災組織の方が算定し

ていただいたんですが、国内大手損害保険会社の算出であります。例えば、防

災組織人数が２０名、死亡後遺障害保険金額で、これは３００万円と設定しま

す。手術保険金が入院時で１万５，０００円、外来時７，５００円、入院保険

金日額１，５００円、通院保険金日額１，０００円の場合ですね、年間保険料

は何と１７万３，６００円になりました。１人当たり８，６８０円であります。

町補助金で運営している自主防災組織が単独でこれらのような傷害保険に入る

のは、とても財政上では厳しい状況であります。自助、共助の強化を図る上で

は、被災時の自主防災活動中の事故等への手厚い補償は、これは必要だと考え

ますが、町の見解をお伺いします。  

○議  長  

 山﨑総務部長。  

○総務部長  

 今現在、町におきましては、自主防災活動等の事業につきましては、補助を

行っております。そういった中で、仮に自主防災組織が任意の傷害保険に加入
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され、それに伴う費用につきましては、平群町安全なまちづくり補助金の交付

要綱に基づく補助金の交付対象になるものと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。  

 以上であります。  

○議  長  

 山本議員。  

○５  番  

 平群町では、自警団を含む３０団体の自主防災組織が結成されているわけで

すが、一つの防災組織で補償を単独で加入しますと、先ほど約１７万円、平群

町内の自警団は、これは別の補償がございますので、除いた２９団体で、ただ

単に単純計算すると、合計４９３万円ということになります。町村会の総合賠

償補償保険の増額補償で約１４万円ですので、これはもう比較するまでもない

と思います。先ほどの答弁では、安全なまちづくり補助金を活用してはどうか

ということでしたが、各自主防災組織での単独加入や未加入のばらつきは、こ

れは不公平感を招いたりすることがありますので、私もいかがなものかと思い

ます。  

 平群町地域自主防災連絡協議会の会長であります西脇町長におかれまして

は、自主防災組織を通じてですね、全町民の皆様に自助、共助の強化を今お願

いされているわけでありますから、災害時の自主防災活動中の万が一の事故に

対する補償内容をいま一度見直していただきたいと思います。今年度予算では、

款の総務費、項の総務管理費、目一般管理費、節役務費で、この保険料１２５

万円が予算計上されています。緊縮財政の中ではあるんですけども、次年度予

算が１４万円増額されていることをお願い申し上げまして、私の一般質問はこ

れで終了いたします。ありがとうございました。  

○議  長  

 それでは、山本議員の一般質問をこれで終わります。  

 午後１時４０分まで休憩します。  

（ブー）  

休    憩  （午後  ０時０４分）  

 

再    開  （午後  １時４０分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開いたします。  

（ブー）  
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○議  長  

 発言番号５番、議席番号１０番、山田議員の質問を許可いたします。山田議

員。  

○１０番  

 議長の許可を頂きましたので、通告に基づいて質問させていただきます。町

当局並びに町長のお考えをお聞きします。  

 平群町道、重点３路線の整備進捗状況について、認知症の方の行方不明捜索

について、以上、大きく２点についてお伺いいたします。  

 １点目は、平群町道、重点３路線の整備進捗状況についてお伺いします。  

 この質問は、直近では令和４年９月議会にも質問させていただきましたが、

その後の進捗状況及び今後の見通しについて順次お伺いいたします。  

 町内の道路整備については、鳴川路線、平群駅前線、川原路線、大井手路線

等の改良拡幅、また、若葉台の主要幹線道路の歩道のバリアフリー化、町道舗

装の整備改修も含め、整備項目は数多くあり、財政が厳しい中、補助メニュー

を活用しながら計画的に取り組んでいただいていることは理解していますが、

その中でも重要度が高いと思われる重点整備３路線について、進捗状況及び今

後の見通しについてお聞きいたします。  

 まず、竜田川駅南踏切から椿井橋交差点間のうち、特に狭隘区間である約２

００メートルの町道川原路線についてお聞きします。令和４年９月議会の答弁

では、平成２７年度に道路詳細設計業務を完了し、狭隘区間２００メートルの

うち約１３５メートル、約６７．５％に相当する道路用地を平成２８年度に取

得している。引き続き、残る道路用地について交渉を行い、用地の確保ができ

たところから安全対策を講じていきたいとの答弁でした。しかし、その後、あ

まり大きな変化は見られないようですが、現在の状況、今後の見通しはどのよ

うになっているのでしょうか。  

 次に、緑ケ丘６丁目付近から生駒市小平尾町の藤城池付近までの約５００メ

ートルの狭隘区間の町道鳴川路線についてお聞きします。令和４年９月議会の

答弁では、令和２年９月に工事区間の約４割に当たる道路用地７，１１７平米

を取得、現在、本格的な着手でなく、用地の確保ができたところから暫定的に

拡幅を行い、必要な安全対策を講じている。今後、残る道路用地の交渉を行い、

事業の理解と協力が得られるよう取り組んでいくとの答弁でしたが、その後、

用地について、残り６割、地権者６人の方の用地交渉はどのように進んでいる

のでしょうか。また、樹木の伐採等により見通しはよくなりましたが、用地確

保済み部分の道路拡幅工事の着手はできないのでしょうか。  

 最後に、平群駅北側踏切から国道１６８号バイパス、三里南交差点までの約
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２００メートルの狭隘区間の町道平群駅前線についてお聞きいたします。令和

４年９月議会の答弁では、これまでの取組は、平成２８年度に道路詳細測量設

計業務と平群駅１号踏切道東側の土地２筆を用地買収し、令和２年度には平群

駅１号踏切道の改修工事、歩道設置を実施。今後も関係地権者と用地交渉を進

めてまいるとの答弁でしたが、この件についてもその後の進捗状況についてお

聞かせください。  

 次に、大きな２点目は、認知症の方の行方不明捜索についてお聞きいたしま

す。  

 昨今、認知症による行方不明者の防災無線放送を耳にすることも多くなって

きました。全国的にも行方不明情報や、亡くなって発見されたという悲しいニ

ュースも耳にすることが多くなってきました。  

 ２０２３年の全国で届出があった認知症での行方不明者は、１万９，０３９

人で、うち遺体で見つかったのは５０２人とのことです。また、傾向として、

２０１２年以降、毎年増加しており、この１０年間で１．８倍にもなっている

とのことです。行方不明者防止には、ＧＰＳ機能を持った発信機を対象者に所

持していただく等の工夫も大切になってくるのかもしれません。また、今後の

行方不明者捜索にはドローンや警察犬による捜索も必要になってくるのかもし

れません。  

 現在、平群町では、防災無線による捜索の協力依頼放送もされていますが、

風向き等により聞き取りにくいこともある防災無線。もっと有効的に周知する

ためには、行方不明者が出た場合、防災無線によるサイレン、音楽等で住民に

分かりやすく周知する等の工夫が必要ではないでしょうか。  

 また、その他、消防車等によるスピーカー放送にて行政防災無線で放送した

内容である行方不明者の居住地区、年齢、性別等の情報を不明者の近隣地区住

民の方々にお知らせし、住民相互の捜索意識を高め、まちぐるみで捜索し、よ

り多くの情報提供が収集できる体制をつくる必要があると思います。そこで、

５点お聞きいたします。  

 ①現在の行方不明者捜索の流れはどのようになっているのでしょうか。  

 ②これまでの平群町の行方不明者の状況はどのようになっているのでしょう

か。  

 ③消防団の方々の協力による捜索方法は通常どのようにされているのでしょ

うか。  

 ④消防車等によるスピーカーでの周知活動も有効だと思いますが、いかがお

考えでしょうか。  

 ⑤防災無線でのサイレンや音楽を流す周知方法等の工夫も必要だと思うので
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すが、いかがお考えでしょうか。  

 以上、大きく２点について明快な御答弁をよろしくお願いいたします。  

○議  長  

 西岡事業部長。  

○事業部長  

 それでは、山田議員の１項目めの町道、重点３路線の整備進捗状況について

の御質問にお答えいたします。  

 まず１点目の町道川原路線について、平成２８年度に取得した道路用地の１

３５メートルのうち、今年度は約９０メートルの区間について、水路を暗渠化

し、取得した道路用地も含めて、現道の車道幅員が６メートルから約８メート

ルへ拡幅工事を実施する予定でございます。  

 なお、拡幅計画では、拡幅後の幅員８メートルについては、車道６メートル

と歩道２メートルの歩車道分離をする予定でありますが、未買収の区間もある

ことから、当面は車道のみの道路形態で供用してまいります。  

 ２点目の町道鳴川路線の進捗状況について、令和５年度には地権者１名より

１筆８８平米と、共有の地権者２名より１筆８０平米の土地を取得しました。

なお、この取得した部分については、一部の区間に対して整地をしております

が、道路拡幅工事については、もう少し先線までの用地を取得した上で一体的

に施工する予定でございます。  

 いずれにしましても、用地取得した部分については、安全対策を講じながら、

少しでも事業効果が発揮できるよう努めてまいります。また、今後につきまし

ても、引き続き、本事業に対する理解を得ながら、残る道路用地の確保に向け

て取り組んでまいりたいと思います。  

 続いて、３点目の町道平群駅前線の進捗状況についてでございます。今年度

は、道路の拡幅部分について支障となる建物１件の補償調査業務を行い、次年

度は建物補償について国庫補助を活用しながら予算確保に努めてまいりたいと

考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 山田議員。  

○１０番  

 ありがとうございます。それでは、ちょっと順次、何点か御質問させていた

だきます。  

 まず、川原路線なんですけど、６７．５％の用地買収が終わっているんです

が、全線を含めて、歩道も含めた工事をしたいという答弁も前回もあったんで
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すが、できる部分からやっていこうという考えもあったと思うんですね。でも

なかなか進んでいなかった。ところが、６年度、予算化されたんですけども、

そもそも、何か、今、理由があって、６年度、一番カーブのところ、昔の三宅

医院があったところのカーブのところが今でも一部拡幅されてるんですが、対

向するのに少し狭隘な部分があって難しい。その辺でも道路が拡幅されると、

当然、対向がスムーズになってということは、歩行者の安全も少しは確保され

てくるようになってくるのかと思うんですが、６年度に実施できるという方向

に踏み込んだというのはなぜなのか。  

 それから２点目、鳴川路線について、買収が終わったちょうど藤城池の部分

から緑ケ丘のほうへ下りるほうのところが大変、法面の勾配も急で、かなり下

部のほうから工事をしてこなければならないので費用もかなりかかる。そうす

ると時間もかかるということなんですけども、その部分だけでも拡幅をできな

いのかなというふうに素直に思うんですが、その辺についてもお答えいただき

たい。  

 それと、以前、櫟原地区の農地造成のときにですね、大型ダンプを対向でき

るために待避部分というのをこしらえられてたと思うんですけども、その辺の

部分の買収も含めてですね、その辺を活用してですね、取りあえず道路の拡幅

を、狭隘な部分の拡幅をできないのかなと思うんですけども、２点をお答えい

ただけますか。  

 それと、駅前線なんですけども、立ち退き補償の調査業務を行って、今後、

補償費の予算化をしながら進めたいということなんですけども、現実、他の議

員もずっと質問されてましたけど、なかなか進んでいない。私はその近所に住

んでるんですけど、常に車が対向するのが、何か大きなトラブルは僕が見てる

範囲ではないんですけど、結構、歩行者も含めて危険だなと思う場面に遭遇す

るんですけど、なかなか立ち退き、用地買収というのはなかなか進まないと思

うんですけどね。ちょっとお話をしてると、立ち退きを覚悟しているというん

ですか、いずれはそういう話もやってくるなと、覚悟ですから、恐らくは協力

いただけるのかなとは思うんですけど、そういう方もおられるんでね。立ち退

きをできる部分からでもね、一足飛びにはいかないんで、部分的にでも、何て

言うんですかね、言葉よくないんか分からん、歯抜け状態になってもね、用地

買収を全体的にも進めていくべきだと思うんですけど、その辺についてお答え

いただけますか。  

○議  長  

 西岡事業部長。  

○事業部長  
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 まず川原路線でございます。今回、整備に当たった理由ということでござい

ます。本来は全区間を買収してから整備する予定でございましたが、今年度、

隣接地の開発計画がありまして、水路からの進入路を設置されるということに

なりまして、それと事業者と協議する中で、双方にとって、町にしては一定狭

隘な部分が通れるようになって事業効果もあると。事業者さんについても費用

などの面でメリットがあるということから、今年度に拡幅するに至ったもので

ございます。  

 続いて、鳴川路線でございます。用地取得できてる部分について、拡幅でき

ないのかということでございます。現時点では見通しの悪いところについては、

少しずつでありますが、木の伐採を行うなどの整備を行っておりますが、拡幅

まではまだちょっと検討する部分がありますが、まずは必要に応じて、特に狭

隘な部分もありますので、そちらの安全対策を講じてまいりたいと考えていま

す。  

 あと、待避所の部分についてでございます。そちらについては、櫟原の農地

造成の際に民間事業者が借用されていた部分になりますので、現時点では用地

が未買収のため通行はできないような状況になっています。  

 次、続いて平群駅前線についてでございます。駅前線の用地交渉、立ち退き

等について、その点はどのように考えているかということでございます。町と

しては、一定の補償費等の予算が必要となりますので、事業の進捗状況と予算

の状況も見据えながら、慎重に今、進めているところでございます。必要な時

期になりましたら、そのときになりましたら交渉を行ってまいりたいと、その

ように考えています。  

 以上でございます。  

○議  長  

 山田議員。  

○１０番  

 川原路線については、一部未買収のところがあって、それはそれで、所有者

の方の個々の事情等もあるので、その辺は注意して交渉を進めていただいてい

るんだということも耳にしていますが、大変狭隘な部分が少しずつでも解消さ

れていく、これが大切だと思う。もちろん、歩道も一緒になってですね、改修

できれば一番いいんですが、狭隘で、車の対向がなかなかやりにくいというこ

とは、歩行者も危ないということですから、それが進んでいくということは大

変ありがたいことだと思うんで、引き続いて、どれも一緒ですけど、用地交渉

をしっかりと進めていただきたいと思います。  

 鳴川路線ですが、暫定的にというか、一部ずつやっていくということなんで
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すけど、本当に、今、買収やっと終わった藤城池から緑ケ丘のほうへ行く部分

については、まだ未買収の部分も残っていることはよく分かってるんですけど、

その未買収も交渉を進めていただいている、相手方の事情も含めてですね、い

ろんな条件、事情もあると思うんで、なかなかすんなりとは行かないと思うん

ですけど、そのためにも計画も含めて、工事費すら出てないのでね、藤城池か

ら緑ケ丘の部分について、何とか部分的にでも工事が進めるようにならないの

かなと思うのは常でございますんで、引き続いてこれについても。  

 それと、３点目についてもね、覚悟されてる方が現実おられるんで、それは

町側の事情というか、段取りというか、計画もあるんでしょうが、道路の拡幅

自体は町の計画の中に載ってるんでね、そこに関係する、支障になる物件につ

いては、順番でなくてですね、一つずつ買収等の交渉もですね、進めていくべ

きだと私は思うんで、今後、御注意いただいてですね、用地買収、道路拡幅に

向けてですね、特に重点路線なんで、全力で取り組んでいただきたいというこ

とで、この件はこれで結構です。  

○議  長  

 松本住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 それでは、議員御質問の大きな２項目め、認知症の方の行方不明捜索につい

て、五つ御質問を頂いております。そのうち、最初の二つの御質問について私

のほうからお答えをさせていただきます。  

 まず１点目、現在の行方不明者捜索の流れについてお答えをさせていただき

ます。行方不明者が発生した場合、迅速に関係機関が連携、対応し、行方不明

者の早期発見につなげられるよう、行方不明者捜索フローチャートというもの

を作成をしております。そのフローチャートに沿って、必要な捜索対応を行っ

ておるというところでございます。  

 具体的な流れといたしましては、まず、行方不明者の家族より捜索に関する

相談があった際、警察に行方不明捜索の届出をしていただきます。その後、広

く一般にも捜索を希望される場合におきましては、行方不明者の特徴など情報

開示について、その家族の同意を得た上で、役場に対し申請書と行方不明者情

報、捜索資料などを提出をしていただきます。関係各課と連携して、行方不明

者情報を共有し、警察の捜査活動と併せて捜索を開始をいたします。防災無線

の活用、また、消防団への要請、福祉課で登録されている認知症高齢者等ＳＯ

Ｓネットワークを活用した捜索が主な内容となっておりまして、警察や関係各

課並びに関係団体などと随時連携を図り、情報共有を行いながら、早期発見に

つながるように活動を行っております。  
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 次に２点目、これまでの行方不明者の状況についてでございます。直近の行

方不明者の捜索依頼件数は、令和３年度で２件、令和５年度で同じく２件、令

和６年度で１件、計５件ございました。このうち１件は三郷町からの協力依頼

もありましたので、そういった件数となっております。なお、全ての方が無事

に発見をされておるという状況でございます。  

 また、捜索依頼を受けた中でこれまで共通して申し上げられる点につきまし

ては、議員おっしゃるとおり、高齢者の方が行方不明になっておられるという

ことでございます。  

 以上でございます。  

○議  長  

 山﨑総務部長。  

○総務部長  

 それでは、３点目から５点目につきまして、私のほうから答弁させていただ

きます。  

 まず、３点目の消防団の協力による捜索方法につきましては、行方不明者の

捜索が発生した場合、行方不明者の御家族より役場住民生活課の窓口へ行方不

明者捜索協力の申請をしていただき、情報開示に関する御家族の意向を確認し、

家族の同意の下、総務防災課、消防団事務局から消防団へ招集を行っておりま

す。その後、家族からの情報提供によりまして、迅速な対応をするため、消防

団をエリア分けをして捜索を行っております。  

 次に、４点目の消防車等によるスピーカーでの周知活動につきましては、現

在は消防車によるスピーカー等での捜索は行っておりません。しかし、御家族

の意向があれば、今後、検討してまいりたいというふうに考えております。  

 ５点目の防災無線でのサイレンや音楽を流す周知方法の工夫につきまして

は、現在、防災無線での周知方法につきましては、御家族の意向があれば、防

災行政無線やメール配信によりまして、行方不明者の方の行方が分からなくな

った日時、そして、髪型や体格、身長や体重、家出当時の着衣や所持品の特徴

等を町内全域に配信を行っております。しかし、行方不明者の捜索は一刻の猶

予もないことから、地域ぐるみでの捜索も重要となってまいります。そのよう

なことから、情報提供の周知方法につきましては、生命、身体を守るために、

引き続き、様々な手法の検討をしてまいりたいというふうには考えております。 

 以上でございます。  

○議  長  

 山田議員。  

○１０番  
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 ありがとうございます。それでは、順次、何点かお聞きします。  

 １点目の行方不明者の捜索の流れとして、住民生活課が窓口になってですね、

それから、総務防災課のほうも含めて、消防も含めて捜索をするということで、

これは結構です。  

 これまでの２点目の行方不明者の状況というんですが、意外と少なくてよか

ったなというのが正直なところですが、令和３年で２件、令和４年ゼロ、５年

が２件、６年が１件と、全員無事に発見されていると。何年か前には、過去、

櫟原だったと思うんですけど、捜索したが見つからずに、後にお亡くなりにな

って発見されたという悲しいこともございました。そういう意味で、今のとこ

ろはまだ少ないというのは何よりだと思うんですが、これから超高齢化社会、

日本全国で見ても、先ほど言いましたように１．８倍に行方不明者がなってき

てるということなので、ますます増える傾向にあるのかなと思っていますが、

これはこれで②も結構です。  

 ３点目は、消防団の捜索方法ですが、消防団の方々にはいろいろ職業もお持

ちの中ですね、お忙しい中、お力添えを頂いているということで、捜索方法は

どのようにされているのかなと思ってお聞きしただけで、答弁は結構です。  

 ４点目、５点目なんですけど、もちろん、捜索方法、周知というのは、家族

の同意、それは消防、総務防災並びに住民生活課で家族の意向を確認されてい

るということなんですけど、もし家族の方が捜索に対していろんな情報を提供

していただいていいということであればね、このサイレンとかスピーカー、ま

ず、なぜこういう質問に至ったかというと、住民の方がこれから超高齢化でそ

ういう捜索も増えていくであろうが、なかなか防災無線では分からないし、聞

こえづらいということもあってね。そうなると、やはり、答弁にもありました

ように、一刻の猶予もない地域ぐるみの捜索ということであればですね、消防

車での周知や、また、町の広報車でも、近隣の方、それはもちろん遠くのほう

へ行ってしまわれているのかも分かりませんが、近所で迷子になられてる可能

性もある。そうすると、一番顔見知りというか、方で、特徴が合えばですね、

近所の方が注意して見ていただく、また、近所の方から情報提供をもらうとい

うことが大変重要であると思うんです。  

 サイレンとか音楽を流すというのは一つの事例であって、そのことで住民の

方が、このサイレン、音楽で、これが行方不明者が出たということを認知して

いただくというのは大変な労力と、大変な回数をしないとなかなか駄目なんで

すが、行方不明者が出たということをいち早くみんなが察知するということが

大切だということもおっしゃってたから、私もなるほどなと思いますんでね。

そういう意味では、サイレン、音楽にこだわらずですね、いかに住民の方々に
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そのことを素早く認知していただくかということが大切だと思うんですが、そ

のことについての一つの提案として、消防車のスピーカー、それからサイレン、

音楽があるんですが、今後検討していきたいということなんですけど、このこ

との重要性についてはどうお考えですか。  

○議  長  

 山﨑総務部長。  

○総務部長  

 御質問にお答えさせていただきます。  

 確かに、答弁でもさせていただきましたけれども、消防車等のスピーカーで

の周知活動というのは大変効果的になるのかなというには正直考えておりま

す。そういった中で、地域ぐるみのということで議員お述べになっていただい

ておりますけど、確かに地域ぐるみの捜索というのが一番重要なんで、そこに

どういった形で情報提供するかという、今現在であれば、自治会や地区の民生

委員さんの御協力を頂くとか、そういったことも考えております。そういった

ことからですね、まず、地域の方々への情報発信として、それをどういった形

でやっていくかというのは、まださらにちょっと協議はしていかないといけな

いと思いますけれども、そういった中でＳＮＳであったりとか、そういったも

ので住民さん、地域の方々に情報発信できる手法というのは重要になりますの

で、今後も引き続き、様々な手法を検討して取り組んでまいりたいということ

で、以上でございます。  

○議  長  

 山田議員。  

○１０番  

 今後も様々な手法を検討しながら進めていきたい。これまでのことでいいと

いうんではなしにね、いろんな取組を試すというか、取り組みながらですね、

進めていっていただきたいと思うんですが、９月３日の朝日新聞に、認知症の

当事者の支え合い支援、意思尊重という見出しでですね、基本計画案を閣議決

定、今週にはされると。認知症の人を含めた共生社会を目指し、認知症基本法

に基づく基本計画案を政府が取りまとめたと。計画案というのは、今秋、今年

の秋ですね、めどに閣議決定され、その後、都道府県や市町村ごとの基本計画

がつくられ、関連施策が進められる予定というのは載っていました。認知症に

なられると、家族も本人もいろいろ大変なことも多いと思います。そういう意

味では、地域で支え合う必要もある。行方不明になってもですね、全力で捜索

に当たっていく、それは住民皆さんのお力を借りて進めるということをですね、

しっかりと取り組んでいただきたい。このことをお願いいたしまして、私の一
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般質問を終わります。  

○議  長  

 それでは、山田議員の一般質問をこれで終わります。  

 午後２時２５分まで休憩します。  

（ブー）  

休    憩  （午後  ２時１２分）  

 

再    開  （午後  ２時２５分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開いたします。  

（ブー）  

○議  長  

 発言番号６番、議席番号６番、稲月議員の質問を許可いたします。稲月議員。 

○６  番  

 稲月敏子です。先般、２点についての質問を提出をさせていただいておりま

す。当局の皆さんには明快なる御答弁をよろしくお願いをいたします。  

 それでは、１点目、住民の暮らしを支える地域公共交通について、エヌシー

バス平群住宅路線等の路線変更、運行バス便数の大幅減便、土日祝運行の改廃

などが、本年６月の２０日、平群町公共交通対策特別委員会において、平群町

西北部生駒山系山麓地域開発住宅に居住をする住民にとっては、住み続けるこ

とが困難になるような内容のものが初めて提示をされました。住民は、この事

実を知り、大きなショックを受け、転居を考える人も出てきています。大半が

坂道の地域であり、運転免許を持たない人、高齢者は、最寄りの駅や商業施設、

公共施設、医療機関へ行くのに、これまで乗車していた時間帯にバスがなくな

る、歩くしかなくなる。また、３０分から１時間も早く家を出る必要がある。

また、出かけるのをやめてしまうなど、大きく生活を変えてしまいます。死活

問題になっています。若い人たちは通勤や通学に利用しておりますが、朝夕夜

の減便によって大きく生活スタイルを変更させられる。また、家族の生活、仕

事にも犠牲が出る。挙げれば切りがないほど大きな影響が出、暮らしを脅かす

ことになります。  

 このように、路線バス便の減少だけをとっても重大な問題となり、人口の減

少を加速化する大きな要因となると考えます。そこで、お伺いをいたします。  

 まず１点目、住民の移動する権利、交通権について、平群町としてのお考え

をお聞きをいたします。  
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 ２点目、この間実施をされた公共交通に関する懇談会、僅か２回の実施であ

りましたが、住民への説明を行っております。また、公共交通に対する住民ア

ンケートの結果、また、その中から行政として酌み取った事柄、それらを踏ま

えて、町としてはどのような対策を講じていくのか、具体的な対策をお聞かせ

ください。  

 ３点目、今後、乗客数を増加をさせることは、路線を維持する上で大変重要

であると考えますが、どのような方策を考えておられるか、お伺いをいたしま

す。  

 それでは、大きく２点目です。総合文化センターの今後の運営について。  

 当施設は、令和２年４月に開館をし、平群町の文化活動の拠点とし、子ども

から高齢者まで多くの住民に親しまれる施設になりました。これは、職員の皆

さんの情熱と努力、そして、それを支える住民の大きな心、そして力が生み出

してきたものと、大変うれしく感じております。  

 先般、公民館運営審議会、これが８月２２日に行われ、この会議において、

今後の運営について、指定管理者に委ねる方向で検討しているという、こうい

う趣旨の報告がありました。図書館も含めて考えているとのことをお聞きし、

なお驚きました。条例上は、「必要があると認めるときは、指定管理者に行わせ

ることができる」とありますが、図書館と人権交流センターは除かれておりま

す。そこで、お尋ねをいたします。  

 一つ、当会議資料には、指定管理者制度によって、より質の高いサービスが

期待されると述べていますが、どのような必要があるのか具体的に伺います。  

 ２点目、図書館については、現条例上ではできません。また、通常、図書館

の性格上、好ましくないと考えられています。また、全国的にもＴＳＵＴＡＹ

Ａなどに指定管理をし、大きな社会問題になった事例もあります。どのような

考えの下に検討をされているのか、お伺いをいたします。  

 以上です。よろしくお願いします。  

○議  長  

 山﨑総務部長。  

○総務部長  

 それでは御答弁させていただきます。  

 まず１点目の住民の移動する権利、交通権についてということでございます

が、地域の公共交通は、通勤、通学、買物、通院などの移動手段を提供し、日

常生活を支えるものであると認識しております。  

 次に、２点目の懇談会や住民アンケートの結果についてですが、７月２７日

及び８月４日に開催しました公共交通に関する懇談会では計４６名の参加があ
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り、また、６月から７月の利用者アンケートについては２６６件の提出がござ

いました。その中で一部ですが御紹介させていただきますが、土日の運行をな

くすのは困るといった意見、現状どおり運行してほしい、また、バス路線は１

時間に１本でも残してほしい、電車との乗り継ぎが悪いので改善してほしいな

どの御意見のほか、計画の一つの案では、土日の運行があり、平群駅から緑ケ

丘経由で東山駅まで行くルートというのが新設されますが、そのルートはよい

など、様々な意見がございました。  

 現在、庁内で協議を重ねており、公共交通対策特別委員会の際に議会の皆さ

んの御意見をお伺いし、住民懇談会、アンケートの結果も踏まえて、町の方針

を決定してまいりたいというふうに考えております。  

 ３点目の乗客数を増加させることで路線を維持する上での方策ということで

ございますが、地域の公共交通を守るためには、その地域の方の利用が必要で

あり、継続的な運行を行うには、乗客数が増え、定期的に利用されることによ

って維持できるものと考えているため、地域の方への利用の協力を促していき

ながらですね、町内全域でバスの利用を考えていきたいと思います。  

 以上でございます。  

○議  長  

 稲月議員。  

○６  番  

 ありがとうございます。まずですね、交通権の問題ですね、今おっしゃって

いただいたのは、住民の移動をする手段として、公共交通というのは役割を果

たすんやという、至極当たり前のことではあるんですけれども、もっとね、根

本的に、国民の交通権というもの、私はもうちょっと突っ込んでお伺いしたか

ったんで、もう一度また御答弁いただきたいなというふうに思うんですけれど

もね、やっぱり憲法の下でね、やっぱりこの権利というのは保障されてるわけ

ですよね。具体的に交通権という言葉自身は憲法には明記はされておりません。

新しい考え方というとこら辺だというふうに思うんですけど、その基になって

いるものというのは、憲法の２５条、皆さんもこれは絶対忘れないと思うんで

すけど、生存権ですね。国民の幸せに生存していく権利ですね、これがまず基

になっているというふうに思います。それと、あと幸福権の問題ですね。憲法

の１３条ですか、１３条の幸福追求権、こういう権利も憲法には明記をし、保

障しなければならないというふうになっているわけです。それと、憲法２２条、

居住・移転の自由、こういった人権に関する条文が憲法にはあるわけです。こ

ういう権利をね、複合した形、集合した形での新しい人としての権利なんやと

いう下で、やっぱりどの人にもね、これを保障しなければならないという、こ
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ういう考え方が今、根底にあって、こういう交通権の問題が大きくなってきて

るということなんですよ。その辺でもう一度お答えいただきたい、１点ね。  

 それとですね、アンケートの結果、いろいろ困っておられる現状などもお話

しいただいたわけですけども、まだ一部分だということですけども、乗り継ぎ

が悪い現状とか、土日の運行を大きく削減をしていく、第１改定案やったかな、

というとこら辺では、１時間１便、東山から平群駅まで運行するというバスの

便をつくって、それでもって１時間に１回、東山から１便、それから平群駅か

ら１便、これについては何とか出しましょうかという案も提示をされています。

それについては非常にいい案やということでのアンケートの意見などで書かれ

ているということを御紹介いただいたわけですけれども、この辺のね、様々な

アンケートの結果、それから、住民説明会の中で非常に切実な御意見述べられ

てましたよね。  

 私もかしのき荘のほうに出席をさせていただいたんですけれども、本当にお

医者さんに行くのも、このバスの便使って医者へ通ってると。これがなかった

らもう医者へ行くことができへんようになるというようなね、切実な、その方

も昔はね、よく知ってる方なんですけども、運転できてた人なんですけどね、

御病気で運転免許の返上をされて、高齢になられたということもあって、今や

もうバス便しかね、確かに運んでもらえるものがない。奥さんも自転車しか乗

らはれへんというような状況で、非常に困られてる、そんな方たち。皆さん本

当にバスを何とか乗り継いで、それから今、デマンドタクシーのね、されてま

すので、デマンドについても非常に恩恵を被って、皆さん、ありがたく使わせ

ていただいておられます。これもせやけど、土日はないわけですよね、土日の

廃止などが実際施行されたときには、本当にどこにも行けない、家に閉じ籠も

っておらなければならないというようなね、そんな状況も生み出してくるとい

うことであります。  

 こういういろんな御意見もね、聞いて、これで庁内で協議を重ね、その下で

今度の特別委員会、２６日でしたかね、実施をされるということをお聞きして

おりますけれども、その中で報告をさせてもらうという話なんですけどね、私

思うんですけども、取りあえず、そういう意見を聞き、これまでエヌシーバス

と交渉し、いろんな住民の意見、委員会で我々議員の意見も聞き、どうして何

とか住民の願いを少しでもかなえていこう、今までの困難、予想される困難を

少しでも解消していくために、町としてですね、どうしていきたいと思ってる

のか。その辺をね、全く何も聞こえてこないし、見えてこないという今の状況

があると思うんです。  

 まず、町としては、こういった住民の皆さん、国民の皆さんのね、交通権を
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守っていくために何ができると考えるのか、どのようにしたいと考えるのかね、

ここの町としての方針を、大まかでも、細かいことまでまだ決められへんかも

しれないですけどね、大ざっぱに、やっぱりもう既に決めてはるはずやし、決

めなければならない。でないと、そんなんやっていかれへんというふうに思う

んですよね。そこのところ、どうお考えになってるのか、まずそこのところを

教えていただきたいというのが２つ目ですね。  

 あと、乗客数の増加をどんなふうにつくっていくのかというとこら辺、ちょ

っと私、聞き漏らしたりとかしてますのであれなんですが、このバス路線の廃

止問題、それから減便問題というのは、今、全国的に大変大きな問題になって

る。これはもう御承知のことと思いますけれどもね。本当に、ニュースを見て

ても、何日かに一遍どこかの便がなくなったとか、スマホを見ててもそういう

ニュースが入ってきますよね。一番近いところでいえば、大阪の交野市で京阪

バスを４路線を廃止をするということで、京阪バスが通告をしてきたとかね。

もう本当に、今、バスの運転手さんの確保が全くできない、非常に大変になっ

てる、そんな状況も私もよく承知をしているつもりですし、本当にバスの業者

の苦悩もよく分かりますし、よく分かるって、業者でないから分からへん部分

もいっぱいあるんでしょうけども、何か非常に大変になってるということは、

身につまされるほど分かってるつもりなんですけどね。  

 だから、バス会社だけを詰めたり、それに対する町当局に対して、そこの責

任どうすんねんということで、突き離そうとも思ってないし、やっぱり今こそ

考えていくべき、もっともっと深く具体的に住民とも共にね、住民の足をどう

守っていくんか、そのためには国にももっと援助してもらわな、国が援助とい

うよりか、主体になってお金を出していき、各地の困ってるバス路線について

何とかするんやという方向、それこそ国民の交通権を守るためにどう頑張って

もらえるんやというとこら辺が非常に大事になってきてるところじゃないかな

というふうにも思ってるところなんですけども、取りあえず三つの点、お答え

いただけますか。  

○議  長  

 山﨑総務部長。  

○総務部長  

 それでは、１点目の部分でありますが、私たち町行政も、もちろん移動権、

そういった交通権、具体的なことはないと思いますけど、先ほど議員さんがお

述べになっていただいた日本国憲法の第２２条、第２５条、第１３条ですね、

そういったものを踏まえて、今現在、交通権と言われることが多い、そういっ

た中で、重々、人権の部分とかですね、そういった部分で大切なものというの
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は認識しながら、今回の事業の状況についてもですね、それをまず十分認識し

ながら、今現在取り組んでおるということでございます。  

 そしてまた、町としてどうしていきたい、どうしていくのかということです

けれども、まず、地域公共交通を担っていただいている事業者さんであるエヌ

シーバスさん、そして町もそうなんですけど、まず、現在のまま維持ができた

らというような形では、それは重々思ってることなんですけれども、しかしな

がら、やはりその利用者の減少等によりまして、バス事業者が非常に厳しい経

営状況に置かれているという状況で、赤字路線の維持というのが年々困難にな

ってきているという状況でございます。そういった中で、赤字解消するには、

やはり、今、議員お述べの地域の方々が乗っていただくと。エヌシーバスさん

に確認すれば、大体１便当たり７人から８人乗っていただけたらというような

形をおっしゃっておったんですけど、今現在、エヌシーバスさんが調査した中

では、１日平均１便当たり２．３人から３．５人となっている中で、赤字が続

いていると。そのような状況を踏まえて、現状のままでいくのか、少しでも影

響を抑えながら赤字額を縮小した形で考えていくのかというようなところで議

論を進めておるところでございます。  

 また、全ての方が御納得いただけるというようなことは難しいとは考えてお

りますけれども、まず、公共交通につきましては、持続可能、安定したサービ

スがずっと続けられるかというところもすごく重要になってきます。というこ

とで、そういったことを踏まえながら、まず、地域の方々のことも考え、町全

体のことを考えながら、なるべく影響の少ない中で、今現在、町として、そし

て、住民懇談会等で本当に貴重な意見をお伺いしました。実際に乗っておられ

る方々の意見とかお伺いしましたんで、そういったところも今、何とか、計画

案とかそういった部分に、内容とかに組み込めないかということで、エヌシー

バスさんとも協議しながら、今現在、検討を進めておるところが今の現状でご

ざいます。  

 最後の乗客数、３点目の部分でございますが、まず、乗客数を増やしていく

というのが、本当に先ほども述べましたが、重要なところですけれども、やは

りほかの市町村では地域の自治会として、自治会員に利用を促す取組を行って

いる自治体もあるとお伺いしてます。本当に町とエヌシーバスさんと、そして

地域の皆さん方と一体となって、この事業というのは取り組んでいかないとい

けないのかなと思っておりますので、乗客数を増やす取組というのは、まだど

ういった形でやっていくかというのは案がいろいろ出てませんが、そういった

様々な施策を検討しながら、バスの利用というのを促進させていきたいという

ような形で、そのようなことで、安定した運行、公共事業ができるのかなとい
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うふうに考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 稲月議員。  

○６  番  

 ありがとうございます。憲法にも掲げている人権の一つとしてね、やっぱり

交通権、どう守っていくんか。皆さんが安心して、本当に自由に、最低限やら

なあかんことをね、このバスという足の便をもって補ってもらえるんかという

のは非常に大事なことなんやというとこら辺では、そこは一致をしたところか

なというふうに思います。そこら辺で、今後、国にもね、もっと各地からいろ

んな要望、自治体から意見も上がっているところですよね。国もいろいろ法と

しても整備をしようと手がけ始めたという感じで、今動いてるんではないかな

というふうに思いますけれども、なかなかここまでね、財政的に支援が出てく

るのはすぐにということにはならないかもしれないですけれどもね、やっぱり

もっと声を自治体からもね、私は上げていってほしいというふうに思います。

それは１点ですね。  

 今の現状維持をしていけたら一番いいというふうにおっしゃっていたんです

けど、本当はね、維持だけでは駄目なんですよ。もっと使いやすいように住民

の意見を取り入れた形でバス会社との交渉も今後してもらわなあかんというふ

うには思います。やっぱり今、これを住民の願いをかなえていくために、行政

としてやるべき事柄、維持をしていくために安定した今後のバス路線を維持を

し、サービスを続けていくことができるような施策を、今後、住民も含めた形

で検討していきたいというふうにはおっしゃっていただいてるわけですけど

も、今、本当にやっぱり、具体的に何を行政として、バス会社、バス事業者に

対してね、どのような話合いをし、どのようなことをする、行政としてはして

いきたい。だから、ここまではバスの便を増やしてほしいんやというね、そう

いった交渉の中身ですね。もうちょっと具体的なところを教えていただきたい

ですが、いかがでしょうか。  

○議  長  

 山﨑総務部長。  

○総務部長  

 今の便を増やすという御質問、御意向だったかなと思うんですけど、今現在、

その便を赤字解消していく中で、どういった形で赤字額を縮小して、住民の皆

様に影響がないような形を少しでも考えていくのかというところで、そこで増

やすというのはなかなか難しい状況かなと。そういった中で、今、新設された
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ルート、そういった形で、まず土日祝日とかいう、朝夕ラッシュ時間帯のみの

部分を、そういった昼間の施設を東山駅から平群駅へ乗り入れる新設ルートを

策定するとか、そういった形で、減便とか、そういった影響がある中で、なる

べく少ない協議を今現在しておるというところでございます。  

 以上でございます。  

○議  長  

 稲月議員。  

○６  番  

 すみません。赤字を少しでも、エヌシーバスの赤字額を少なくするために何

ができるか、町としては検討をしているということですか。その方策としては、

今、エヌシーバスのほうが提案をしてきてる新設ルート、東山から平群駅まで

ですね、昼間の便で１時間に１本という、その便の新設を何とかしてもらおう

と思ってるということで間違いないんですかね、土日についても第１案という

ことで提示をされてる部分、それをほぼやってもらえるように提案をしてると

いうことで理解をしていいですか。  

○議  長  

 山﨑総務部長。  

○総務部長  

 すみません。今、まだ現在、案というふうな形で、どういった形で行くかと

いうのが、まだ現在、町の中で協議してるというふうな状況でございます。そ

ういったところを踏まえてですね、今現在、先ほども述べさせていただきまし

たが、懇談会とかアンケートのエヌシーバスの協議の結果ですね、公共交通対

策特別委員会にて資料等を提出させていただきまして、そういった中で御意見

をお伺いしながら、一定案というものを決めてまいりたいというふうに考えて

おります。  

 以上でございます。  

○議  長  

 稲月議員。  

○６  番  

 まだここで確定してるというふうには言えないということですね、公共交通

対策特別委員会の席ではっきりしたことは述べたいという、そういう御答弁や

ということで理解していいですか。今、うなずいていただいてるので、そうい

うことなんかなというふうに思います。一番やっぱりね、困っておられる住民

さんたちのね、お声なんかを全て拾ったわけではありませんけれども、やっぱ

りこたえるのはね、やっぱり土日の便、朝夕、朝の便も全くないわけですよね。
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昼間だけ１時間に１本、夕方についても４時で終わり。あとのそれ以降の夕方

の便、これについては減便になってしまうという状況だということなんですよ

ね。こういった事柄については、土曜日なんかでいえば、まだまだね、お仕事

に行かれる方、日曜日でもそうですよね。たくさんおられるわけですよ。あと

ボランティア活動も含めて、いろんな諸活動で出かけはる、土曜日、日曜日の

乗ってはる状況を見ればね、非常に多い。  

 以前、委員会のときに御提示を頂いております、影響する人数、この減便に

よって住民が影響を受ける人数というようなものも発表していただいたと思う

んですけどもね、その数から言えばね、非常に土曜日の人数というのは多いん

ですよ。土曜日でいえば、影響人数が７７人、平群駅から元山上口駅までのル

ートですね、これで１日に７７人の人たちの影響が出るということが書かれて

るんですね。この７７人というのは平日とほぼ変わりない人数になってるわけ

でね、結構朝夕の利用も多いわけですよね。朝夕が全く土日はゼロになるとい

うような状況があります。これは何とかね、やっぱり改善をしていく方向でね、

やっぱり検討してもらわんとあかんというふうに、住民の皆さんの状況なんか

見ててもね、思います。やっぱり朝夕、通勤に乗っておられる方たちというの

はね、毎日乗りはるわけで、非常に１か月の乗車回数というのは非常に多いわ

けでね、その人たちを全く無視をしてしまうというのはね、本当に大きな影響

を与えるし、特に子どもたち、通学なんかで言えばね、運転免許も持たない子

どもさんたちの通学を家族に依存しなければならないというような状況をつく

ってしまいますしね、自ら行く。  

 それと、もう一つは、環境問題等の影響も私は大きいというふうに思ってま

す。バスで何人かの人たちが乗って、一斉に移動ができる公共交通ですね、こ

ういったものが大きくやっぱり環境を、これ以上地球環境を悪くしないという

ね、その観点の下でもね、やっぱり積極的に実践をしてもらわなあかんし、考

えていかなければならない事態に今陥ってるというふうにも思いますのでね。

そういったところにもぜひ目をやってもらって、このバス路線の問題、それと

コミュニティバスやデマンドバスとの絡みも大きくあります。そこを全体でど

うしていくんかという問題も、今後、早くね、考えていかなければならない問

題でもございますので、ぜひとも御検討をお願いをし、町行政としての行政と

しての責任、果たしていくというね、立場に立って、住民の交通権を守るとい

う視点で、さらに積極的な姿勢で頑張っていただきたいというふうに思ってお

ります。この問題については、この件でこういうお願いをして、今度の公共交

通会議に臨んでいただきたいというふうに思います。これでこの件は結構です。 

○議  長  
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 川西教育部長。  

○教育部長  

 それでは、稲月議員の大きな二つ目の御質問、総合文化センターの今後の運

営についてお答えさせていただきます。  

 今後のですね、施設運営を考えますと、住民のニーズに応えられているのか、

さらなるにぎわい創出ができないかなど、日々考えるわけですが、民間のノウ

ハウ活用もその対応策の一つにあります。総務省の説明通知にも、指定管理者

制度が多様化する住民ニーズに効果的、効率的に対応していくということを目

的としているとの記載がございます。活性化対策として、これも期待している

というところでございます。  

 また、併設する図書館につきましてもですね、これは図書館法による目的遂

行や、図書館の利用者数の増加をこれも図りたいというふうに考えているとい

うところでございます。  

 以上でございます。  

○議  長  

 稲月議員。  

○６  番  

 ありがとうございます。さらなる文化センターのニーズを高めていくという

とこら辺で、もっとよりよい文化センターをつくっていきたいというこの立場

から、指定管理者の導入、指定管理者に委ねていくという、そういう方向を出

したというふうにお聞きをしたと今思いますけれども、まずね、その点で言え

ば、この最初の私の質問文書にもございますように、今、文化センター、ここ

までね、よくしていただいた。非常に住民の意見もよく聞いて、一つ一つ前に

向けてね、実践をしていただいた。本当にありがたいなというふうに、私自身

心からそう思っております。  

 午前中の質問にも、関議員の質問にもありましたように、大変ボランティア

の方たちのお力も借りて、手も借りて、美しい、過ごしよい駅前の整備、文化

センターの施設をより美しくつくっていただいてる、こういった取組というの

はね、私はやっぱり、今、頑張ってきていただいた職員の皆さんのね、私は熱

意、努力、住民の意見をよく聞こうというこの姿勢。で、公民館運営、公民館

というものの立場ですね、在り方、ここにしっかり根を張ってね、私は本当に

職務を全うしていただいて、頑張っていただいてるね、その成果やないかとい

うふうに私は非常に高く評価をさせていただきたいというふうに思ってるわけ

で、そらまだもっともっとね、よくしていただきたい。これはあるんです、あ

りますよ、そんなん、もちろんね、もっといいものになればいいというふうに
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思ってます。  

 しかしね、私、職員の力というんか、聞く耳、直接住民の方と接してね、や

っぱりやっておられるからこそね、これだけね、短期間の間にここまでね、文

化センター、よくしていただいたというふうに思ってて、職員の力、やっぱり

公的な建物として、その運営にとっても直接、公な職員の皆さんが携わってい

ただいてる、そのおかげではないかなというふうに思いますのでね、よりよく

していくために民間の力を借りやなあかんというふうなね、そこには全く納得

できないし、民間のノウハウが要るというふうにおっしゃっていますけれども、

私は今の皆さんのお力を注いでいただいてる。これをさらに発展をさせていた

だきたいというふうに思っております。それでもなおかつ、まだ民間の力を借

りるために指定管理にしやないかんというふうに思われているのかどうか、一

つはお伺いしたいのと、一体ね、指定管理にすると言うてね、どこに指定管理

をしてもらうのか、相手先ですね。そこもこの前行われました８月２２日の公

民館運営審議会において私も質問させていただいたんですけど、これから検討

するということで、まだ全く何も考えてないというような言い方をされていま

す。されたと思うんですけど、違いますか。  

 これから検討やというふうにおっしゃってるわけですけれども、この間ね、

平群町の公営施設、指定管理に幾らかされておりますよね。道の駅や、それか

ら、スポーツ施設ですね、これね、地域振興センターに委託を、指定管理をし

てもらって、運営をしていってもらってる。それと、この近々で言えば、斎場

もね、指定管理を地域振興センターに委ねてるという状況にあるわけですけど

も、今、指定管理、それから地域包括支援センターとか、福祉に関するところ

は全て社協が担っていただいてるという状況で、指定管理といえば、社協か地

域振興センターかという、この二つの財団になるんですかね、団体にお願いを

しているという状況。これについては、公な町の職員に準ずるというような形

でね、ずっと携わってきていただいた、そういう団体が担ってこられたという

のがあると思うんですけどね。非常に大きな公民館、図書館とかね、その辺の

業務を委託するということを全くの民間に委託をしようとしてるのかどうかと

いうのも非常に心配なところなんですけどね、その辺もうちょっと詳しくお話

ししていただけませんか。  

○議  長  

 川西教育部長。  

○教育部長  

 質問ですけども、今いろいろ、議員の考えを述べていただいた上で、まだ指

定管理を考えてるのかということをおっしゃったんですが、公民館運営審議会
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のほうでも、資料でもですね、検討してるということを表記してるということ

で、何もまだ決定したというわけではございませんけども、検討してるという

ことは、何らかの形で実現できないのかなということは考えているということ

でございます。  

 それから、指定管理者の相手はどうかというておっしゃるんですけども、ま

だ何も決まっておりませんので、これ、基本的には公募だというふうに思って

おります。ただ、いろいろ研究していく中で何がいいのか、これ今、まだ申し

上げることは何もございませんので、相手先がどうのこうのという答弁はでき

ないということでございます。  

 以上でございます。  

○議  長  

 稲月議員。  

○６  番  

 ありがとうございます。ということは、今後、これを考えて進めていきたい

というふうな方向なんだということで理解をしておきます。そういうことなら

ば、私たちは、今の職員の皆さんの奮闘、これに非常に感謝をし、敬意を表し

ておりますし、この路線でもって頑張っていただきたい。さらによりよい公民

館、文化センター、図書館、人権センターですね、こういった複合施設のより

よい発展をね、私は願っていますし、今後、頑張っていただきたい、この方向

で私どもの意見としてはこれを述べさせていただいて、今後の参考にぜひして

いただきたいというふうに思っております。よろしくお願いをいたしまして、

これで私の質問を終わります。  

○議  長  

 それでは、稲月議員の一般質問をこれで終わります。  

 あと５名の質問者がありますが、これをもって本日の一般質問を終了し、明

日改めて一般質問を行いたいと思います。  

 本日の会議はこれで延会したいと思いますが、異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。本日はこれで延会することに決定いたしました。明日

は午前９時から本会議を開き、一般質問を続行します。  

 本日はこれにて延会いたします。  

（ブー）  
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延    会  （午後  ３時０８分）  


